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一　

は
じ
め
に

　

か
つ
て
、
国
家
の
「
情
報
の
権
力
分
立
」
は
無
意
識
の
う
ち
に
担
保
さ
れ
て
い（

1
）た
。
ま
だ
紙
の
上
で
個
人
情
報
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
た

時
代
、「
行
政
機
関
相
互
、
あ
る
い
は
同
一
機
関
の
内
部
部
署
相
互
の
縦
割
り
行
政
と
縄
張
り
意
識
」
は
個
人
を
保
護
す
る
「
自
然
の
要

塞
」
で
あ
っ（

2
）た
。
し
か
し
、
情
報
技
術
が
飛
躍
的
な
進
化
を
遂
げ
る
と
「
自
然
の
要
塞
」
は
瓦
解
し
、
代
わ
り
に
個
人
情
報
の
〈
一
元

化
〉
へ
の
途
が
開
か
れ
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
一
元
化
に
消
極
的
で
あ
っ
た
わ
が
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
近
年
は
と
り
わ
け
公

衆
衛
生
行
政
や
教
育
行
政
等
に
お
い
て
、
個
人
情
報
の
一
元
化
が
推
進
さ
れ
て
い（

3
）る
。
し
か
し
、
個
人
情
報
の
一
元
化
に
は
時
折
市
民
か

ら
の
強
い
反
発
が
あ（

4
）り
、
政
府
は
一
元
化
に
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
情
報
の
一
元
化
は
単
に
市
民
が
嫌
悪
し
て
き
た
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
が
国
の
憲
法
学
も
ま
た
、
個
人
情
報
の

一
元
化
を
忌
避
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
最
高
裁
は
住
基
ネ
ッ
ト
判
決
に
お
い
て
、
構
造
審
査
の
一
要
件
に
「
一
元
的
管
理
機
関
の

不
存
在
」
を
組
み
込
ん
で
い（

5
）た

。
し
か
し
、
憲
法
が
な
ぜ
個
人
情
報
の
一
元
化
を
忌
避
す
る
の
か
、
ま
た
そ
も
そ
も
一
元
化
が
何
を
指
す

の
か
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
判
然
と
し
て
い
な
い
。
差
し
当
た
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
人
権
論
の
ほ
か
に
統
治
論（

6
）が
、
後
者
に
つ
い
て
は

目
的
転
用
に
加
え
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
物
理
的
な
統
合
等
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ（

7
）る

。

　

翻
っ
て
ド
イ
ツ
を
み
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
す
で
に
一
九
七
○
年
代
に
、
国
家
が
個
人
情
報
を
一
元
的
に
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な

い
と
す
る
思
考
が
学
説
に
て
誕
生
し
て
い
た
。
こ
れ
は
〈
情
報
権
力
分
立
原
則
（G

rundsatz der inform
ationellen G

ew
altenteilung

）〉
と

命
名
さ
れ
、
一
九
八
三
年
の
国
勢
調
査
判
決
に
て
憲
法
原
則
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
加
え
て
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
情
報
機
関
と
法

執
行
機
関
の
情
報
的
な
結
合
を
忌
避
す
る
思
考
も
学
説
に
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
二
○
一
三
年
の
反
テ
ロ
デ
ー
タ
法
判
決

に
て
憲
法
地
位
を
付
与
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
情
報
自
己
決
定
権
論
の
母
国
た
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
必
ず
し
も
一
元
化
の
忌
避
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は
基
本
権
論
一
筋
で
語
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
国
勢
調
査
判
決
以
前
の
学
説
は
デ
ー
タ
保
護
を
基
本
権
論
と
統
治
論
の
両
方

か
ら
論
じ
て
い
た
し
、
ま
た
判
例
が
基
本
権
論
の
み
を
採
用
し
た
今
日
に
お
い
て
も
、
学
説
に
お
い
て
は
統
治
論
か
ら
の
デ
ー
タ
保
護
と

い
う
議
論
が
残
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
個
人
情
報
の
一
元
化
に
つ
い
て
、
憲
法
が
統
治
論
的
な
動
機
か
ら
こ
れ
を
忌
避
し
う
る
か
と
い
う
問
い
を
検
討
し
て
み
た

い
。
た
だ
し
、
一
元
化
を
忌
避
し
う
る
統
治
論
に
は
様
々
な
可
能
性
が
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
既
存
の
権
力
分
立
原
則
を
情
報

権
力
分
立
へ
と
拡
張
さ
せ
る
議
論
と
（
二
）、
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
の
〈
分
離
要
請
（Trennungsgebot

）〉
を
検
討
し
（
三
）、
そ
の

よ
う
な
議
論
が
誕
生
し
た
背
景
と
、
判
例
に
よ
り
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　

統
治
論
と
し
て
の
情
報
権
力
分
立
原
則

　

情
報
権
力
分
立
原
則
は
、
今
日
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
権
力
分
立
原
則
の
拡
張
型
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。「
権
力
分
立
原

則
は
情
報
権
力
分
立
原
則
で
も
あ（

8
）る
」
と
の
指
摘
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
そ
の
よ
う
な
見
解
を

採
用
し
て
い
な
い
が
、
情
報
権
力
分
立
原
則
は
国
勢
調
査
判
決
以
前
の
憲
法
学
説
に
お
い
て
、
既
存
の
権
力
分
立
原
則
か
ら
着
想
を
得
て

誕
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
国
勢
調
査
判
決
以
前
の
学
説
に
お
け
る
デ
ー
タ
保
護
の
議
論
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
デ
ー
タ
保
護
の
議
論
が
開
始
し
た
背
景
を
確
認
す
る
。

㈠　

脅
威

―
電
子
的
デ
ー
タ
処
理

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
デ
ー
タ
保
護
が
語
ら
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
情
報
技
術
の
飛
躍
的
発
展
、
と
り
わ
け

行
政
実
務
に
お
け
る
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
（elektronische D

atenverarbeitung, EDV
）
の
実
装
で
あ
っ
た
。
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
終
盤
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に
は
、
ド
イ
ツ
を
含
め
た
各
国
が
警
察
実
務
に
お
け
る
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
の
実
装
を
開
始
し
て
い
た
が
、
当
初
は
単
に
従
来
の
デ
ー
タ

や
作
業
方
法
を
電
子
化
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
た
め
、
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
の
導
入
に
よ
り
直
ち
に
警
察
実
務
の
あ
り
方
が
変
容
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
が
そ
の
よ
う
な
潜
在
性
を
内
包
す
る
こ
と
も
、
当
初
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ（

9
）る
。

そ
れ
は
警
察
実
務
の
み
な
ら
ず
行
政
実
務
一
般
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
一
九
七
〇
年
代
中
盤
の
時
点
で
ま
だ
統
合
的
な
デ
ー
タ
処
理

シ
ス
テ
ム
は
構
築
さ
れ
て
い
な
か
っ
）
10
（

た
。

　

一
方
、
政
治
サ
イ
ド
に
お
い
て
は
、
国
家
に
よ
る
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
に
対
す
る
法
的
規
制
の
必
要
性
が
早
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
。

州
レ
ベ
ル
で
は
一
九
七
〇
年
に
ヘ
ッ
セ
ン
州
が
世
界
初
と
な
る
デ
ー
タ
保
護
法
を
制
定
し
、
続
け
て
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
が

一
九
七
四
年
に
デ
ー
タ
保
護
法
を
制
定
し
た
ほ
か
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
お
よ
び
シ
ュ
レ
ス

ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
で
も
同
時
期
に
デ
ー
タ
保
護
法
の
草
案
が
作
成
さ
れ
た
。
同
様
に
連
邦
レ
ベ
ル
で
も
、
一
九
七
三
年
九
月

に
連
邦
デ
ー
タ
保
護
法
の
草
案
が
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
）
11
（

た
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
デ
ー
タ
保
護
立
法
の
土
台
と
な
り
う
る
憲
法
理
論

が
当
時
確
立
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
が
脅
か
し
う
る
憲
法
原
理
、
ま
た
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
を
統
制
す
る
憲
法

原
理
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
基
本
権
と
権
力
分
立
原
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
論
者
に
よ
り
そ
の
主
張
は
様
々
で
あ
り
、

と
り
わ
け
権
力
分
立
原
則
の
位
置
づ
け
は
論
者
に
よ
り
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
は
、
当
時
の
学
説
サ
イ
ド
に
お
け
る
有
力
的
な
見
解
と
思
し
き
も
の
を
幾
つ
か
紹
介
し
つ
つ
、
当
時
の
実
務
サ
イ
ド
に
お
け
る

認
識
も
同
時
に
確
認
す
る
。

㈡　
「
デ
ー
タ
保
護
作
業
部
会
」
の
見
解

　

ま
ず
、「
デ
ー
タ
保
護
作
業
部
会
（Arbeitsgem

einschaft D
atenschutz

）」
の
見
解
か
ら
確
認
す
る
。
同
作
業
部
会
は
、
後
の
連
邦
デ
ー

タ
保
護
法
の
土
台
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
連
邦
内
務
省
の
委
嘱
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
作
業
部
会
の
メ
ン
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バ
ー
はW

ilhelm
 Steinm

üller

を
は
じ
め
と
す
る
五
人
で
あ
り
、
一
九
七
一
年
六
月
に
「
デ
ー
タ
保
護
に
関
す
る
基
本
問
題

（G
rundfragen des D

atenschutzes

）」
と
称
す
る
報
告
書
を
作
成
し
た
。

　

作
業
部
会
の
見
解
は
、
デ
ー
タ
保
護
に
統
治
と
人
権
の
「
二
つ
の
支
柱
（zw

ei Säulen

）」
を
据
え
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
支
柱
」
か

ら
デ
ー
タ
保
護
を
論
じ
た
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
作
業
部
会
の
い
う
「
二
つ
の
支
柱
」
と
は
基
本
権
お
よ
び
法
治
国
家
原
則
で
あ
る
が
、

と
り
わ
け
作
業
部
会
が
重
視
す
る
の
は
、
人
格
権
（
基
本
法
二
条
）
と
権
力
分
立
原
則
（
基
本
法
二
〇
条
）
で
あ
）
12
（

る
。

1
　
一
つ
め
の
「
支
柱
」

―
人
格
権

　

ま
ず
、
一
つ
目
の
「
支
柱
」
で
あ
る
人
格
権
か
ら
み
て
い
く
。
作
業
部
会
は
、
当
時
の
憲
法
学
説
に
お
け
る
支
配
的
見
解
で
は
基
本
法

二
条
一
項
に
よ
り
個
人
情
報
が
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
基
本
法
二
条
一
項
を
再
解
釈
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

支
配
的
見
解
は
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
を
「
一
般
的
行
為
自
由
（allgem

eine H
andlungsfreiheit

）」
と
解
し
、
個
人
の
活
動

が
実
際
に
制
限
さ
れ
た
場
合
に
は
じ
め
て
制
約
を
認
定
す
る
。
し
か
し
、
行
政
府
が
個
人
情
報
を
保
有
す
る
こ
と
の
危
険
性
は
、
個
人
の

活
動
が
直
接
的
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
個
人
が
行
為
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
自
ら
の
行
為
余
地
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と
で
、
人
格

の
発
展
を
潜
在
的
に
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
的
行
為
自
由
で
は
行
政
府
に
よ
る
個
人
情
報
の
保
有
を
統
制

で
き
ず
、
別
の
論
理
を
持
ち
出
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
。

　

そ
こ
で
作
業
部
会
が
参
照
す
る
の
がH

ans Evers

の
議
論
で
あ
る
。Evers

は
、
一
般
的
行
為
自
由
に
お
け
る
行
為
の
概
念
を
行
為

そ
れ
自
体
か
ら
、
行
為
が
行
わ
れ
る
状
況
（Begleitungsum

stände
）
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
曰
く
、
た
と
え
同
一
の
言
葉

が
発
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
友
人
に
対
し
て
話
さ
れ
る
の
と
議
会
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
る
の
で
は
、
両
者
の
行
為
は
同
等
に
は
評

価
し
え
な
い
。「
行
為
は
…
…
そ
の
帰
結
と
の
観
点
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
帰
結
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
意
義
を
も
っ

て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」。
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こ
のEvers

の
議
論
を
基
に
作
業
部
会
は
よ
り
一
歩
進
ん
で
、
基
本
法
二
条
一
項
の
射
程
を
行
為
後
に
環
境
に
残
留
す
る
行
為
の
痕

跡

―
例
え
ば
、
行
為
者
に
関
す
る
情
報

―
に
拡
張
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
曰
く
、
行
為
者
が
行
為
を
行
う
と
、
行
為
者
を
取
り
巻

く
環
境
は
そ
の
行
為
に
反
応
す
る
が
、
行
為
者
は
そ
の
反
応
を
注
視
し
、
行
為
以
降
の
自
身
の
態
度

―
い
わ
ば
、
自
身
に
内
在
す
る
人

格
モ
デ
ル

―
を
修
正
し
て
ゆ
く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
身
が
行
っ
た
行
為
の
社
会
に
お
け
る
痕
跡
は
個
人
の
人
格
形
成
に
作
用
し
う
る

か
ら
、
個
人
の
人
格
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
社
会
的
・
環
境
的
要
素
が
介
在
す
る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
心
理
学
的
・
社
会
学
的
説
明
を
ベ
ー
ス
に
、
作
業
部
会
は
基
本
法
二
条
一
項
が
自
己
に
内
在
す
る
情
報
的
な
人
格
モ
デ
ル

に
関
す
る
自
己
決
定
権

―
い
わ
ば
、「
い
か
な
る
個
人
情
報
を
い
か
な
る
状
況
下
に
お
い
て
、
誰
に
渡
す
か
に
関
す
る
自
己
決
定

権
」

―
を
保
障
す
る
と
論
じ
、
個
人
情
報
を
基
本
法
二
条
一
項
に
よ
る
保
障
の
下
に
置
く
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
決
定
権
は
、
基
本
法

二
条
一
項
に
基
づ
き
他
者
の
権
利
、
合
憲
的
秩
序
（verfassungsm

äßige O
rdnung

）
お
よ
び
道
徳
律
（Sittengesetz

）
に
よ
る
制
限
に
服

す
る
の
で
あ
る
が
、
作
業
部
会
は
合
憲
的
秩
序
に
合
致
す
る
個
人
情
報
の
処
理
の
条
件
と
し
て
、
人
間
の
尊
厳
を
含
む
基
本
権
の
核
心
と

抵
触
し
な
い
こ
と
と
、
権
力
分
立
原
則
に
反
し
な
い
こ
と
と
い
う
二
つ
の
条
件
を
設
定
す
）
13
（

る
。

2
　
二
つ
め
の
「
支
柱
」

―
権
力
分
立
原
則

　

作
業
部
会
は
そ
の
よ
う
に
、
基
本
法
二
条
一
項
の
合
憲
的
秩
序
の
一
内
容
に
権
力
分
立
原
則
を
読
み
込
む
の
で
あ
る
が
、
作
業
部
会
の

い
う
権
力
分
立
原
則
と
は
単
な
る
三
権
分
立
原
則
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
政
府
内
の
権
力
分
立
、
す
な
わ
ち
「
行
政
府
内
の
管
轄
分
配

（Zuständigkeitsverteilung

）」
で
あ
っ
た
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

行
政
府
内
の
管
轄
分
配
と
は
、
行
政
官
庁
間
の
相
互
的
分
離
に
三
権
分
立
原
則
的
な
意
義
を
見
出
し
、
こ
れ
に
憲
法
地
位
を
付
与
し
よ

う
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
行
政
府
内
の
管
轄
分
配
そ
れ
自
体
は
行
政
府
の
肥
大
化
に
対
抗
す
る
た
め
の
理
論
と
し
て
提
唱
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
デ
ー
タ
保
護
の
た
め
の
理
論
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
作
業
部
会
は
、
行
政
府
内
の
管
轄
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分
配
を
デ
ー
タ
保
護
の
た
め
の
理
論
に
応
用
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
作
業
部
会
は
行
政
府
内
の
管
轄
分
配
を
主
張
す
る
論
者
と
し
てH

ans Peters

の
見
解
を
参
照
す
る
。Peters

は
、
現
代
に
お

い
て
強
大
な
国
家
権
力
が
行
政
府
に
集
約
し
て
お
り
、
行
政
府
の
肥
大
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
政
府
の
管
轄
を
分
配
し
た
う
え

で
、
相
互
に
独
立
し
た
管
轄
を
持
つ
複
数
の
行
政
官
庁
を
設
置
す
る
「
行
政
領
域
内
に
お
け
る
国
家
権
力
の
分
配
」
が
有
効
な
処
方
箋
で

あ
る
と
論
じ
る
。
例
え
ば
、
帝
国
給
付
法
（Reichsleistungsgesetz

）
に
基
づ
き
、
あ
る
特
定
の
機
関
の
み
が
市
民
に
対
し
て
戦
争
遂
行

の
た
め
の
物
資
の
提
供
を
要
求
で
き
る
こ
と
は
、
行
政
府
内
の
管
轄
分
配
の
例
で
あ
る
と
い
）
14
（

う
。

　

無
論
、
行
政
府
内
の
管
轄
分
配
は
基
本
法
上
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
基
本
法
上
の
権
力
分
立
を
機
能
的
な
権
力
分
立
と
捉
え
る
こ

と
で
、
そ
の
射
程
を
三
権
分
立
か
ら
行
政
府
内
へ
と
拡
張
さ
せ
る
見
解
が
存
在
し
た
。H

ugo H
ahn

は
、
国
家
機
関
が
相
互
に
監
視
・

訂
正
を
通
じ
て
統
制
し
あ
う
こ
と
で
公
権
力
の
抑
制
が
担
保
さ
れ
る
か
ら
、
単
に
国
家
権
力
を
分
裂
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
国
家
機
能
を

分
配
さ
せ
、
あ
る
機
能
を
他
の
機
能
に
よ
り
監
視
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
権
力
分
立
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
よ
う
に
権
力
分
立
原
則
を

機
能
的
な
も
の
と
解
す
る
こ
と
で
、
憲
法
上
の
権
力
分
立
の
射
程
は
古
典
的
三
権
分
立
を
超
え
た
現
象
形
態
、
例
え
ば
「
内
容
的
に
は
一

体
的
な
機
能
の
内
部
に
お
け
る
区
分
」
に
も
波
及
す
る
と
い
）
15
（

う
。

　

作
業
部
会
は
こ
の
行
政
府
内
の
管
轄
分
配
を
デ
ー
タ
保
護
の
議
論
に
発
展
さ
せ
る
際
に
、Thom

as Ellw
ein

の
議
論
を
参
照
す
る
。

Ellw
ein

曰
く
、
行
政
府
は
そ
の
意
思
形
成
過
程
に
お
い
て
、
市
民
や
政
治
か
ら
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
あ
る
い
は
自
ら
の
管
轄
領
域

を
常
に
観
察
し
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
で
そ
の
意
思
を
形
成
し
、
後
に
報
告
書
や
提
案
、
法
律
草
案
等
の
様
々
な
認
識
可
能
な
帰
結
に
昇

華
さ
せ
）
16
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
情
報
は
行
政
府
に
よ
る
意
思
形
成
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
そ
の
意
思
形
成
プ
ロ
セ
ス
が
分
配
さ
れ
た
各
々
の

管
轄
の
範
疇
で
行
わ
れ
る
以
上
、
管
轄
は
意
思
形
成
の
た
め
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
情
報
の
量
と
種
類
を
制
限
す
る
か
ら
、
管
轄
を
踰

越
す
る
情
報
の
取
扱
い
は
許
容
さ
れ
な
い
と
い
）
17
（

う
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
作
業
部
会
は
、
管
轄
領
域
を
踰
越
す
る
個
人
情
報
の
処
理
を
権
力
分
立
原
則
（
基
本
法
二
〇
条
三
項
）
お
よ
び
基
本
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法
二
条
一
項
違
反
で
あ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
）
18
（

る
。

㈢　

Ernst Benda

の
見
解

　

作
業
部
会
は
基
本
法
上
の
権
力
分
立
原
則
を
デ
ー
タ
保
護
に
お
け
る
統
制
原
理
と
し
て
活
用
す
る
姿
勢
を
示
し
た
が
、
他
の
論
者
ら
は

必
ず
し
も
基
本
法
上
の
権
力
分
立
原
則
を
論
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
国
勢
調
査
判
決
当
時
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
長
官
で

あ
っ
たErnst Benda
の
見
解
を
み
る
。

1
　
脅
　
威

　

Benda

は
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
が
孕
む
危
険
性
を
、
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
を
用
い
る
こ
と
で
国
家
が
膨
大
な
デ
ー
タ
を
保
管
し
、
極
め

て
短
期
間
で
統
合
的
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
見
出
す
。
以
前
は
情
報
共
有
が
で
き
な
か
っ
た
、
あ
る

い
は
で
き
た
と
し
て
も
限
定
的
で
し
か
可
能
で
な
か
っ
た
の
が
、
今
日
で
は
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
を
用
い
る
こ
と
で
、
迅
速
か
つ
随
意
に

個
人
に
関
す
る
情
報
を
集
約
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
を
用
い
て
国
家
が
個
人
の
人
物
プ
ロ
フ
ァ
イ

ル
を
そ
の
掌
中
に
収
め
る
な
ら
ば
、
国
家
に
よ
り
個
人
の
あ
ら
ゆ
る
人
格
が
登
録
さ
れ
、
カ
タ
ロ
グ
化
さ
れ
る
危
険
が
生
じ
う
る
と
い
）
19
（

う
。

　

こ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
は
、
個
人
の
私
的
領
域
を
破
壊
し
う
る
とBenda

は
指
摘
す
る
。Benda

は
、
ア
メ

リ
カ
の
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
説
の
大
家
で
あ
るAlan W

estin

の
議
論
を
参
照
し
て
、
私
的
領
域
の
基
本
権
が
「
優
越
的
公
益
が

要
求
し
な
い
か
ぎ
り
、
い
つ
、
い
か
な
る
範
囲
で
個
人
的
な
生
活
実
態
（Lebensverhalte

）
を
公
開
す
る
か
を
自
ら
決
定
す
る
権
）
20
（

限
」
を

保
障
す
る
と
し
た
う
え
で
、
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
に
よ
り
個
人
が
誰
に
い
か
な
る
目
的
で
情
報
を
提
供
す
る
か
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
喪
失

す
る
こ
と

―
す
な
わ
ち
、
個
人
を
機
能
不
全
に
陥
れ
る
よ
う
な
情
報
の
共
有
（dysfunktionale W

eitergabe

）

―
が
、
個
人
の
私
的

領
域
を
破
壊
す
る
と
論
じ
）
21
（

る
。
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一
方
で
、Benda

は
、
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
が
国
家
活
動
の
質
を
従
来
か
ら
大
幅
に
変
更
し
う
る
と
指
摘
し
、
権
力
分
立
原
則
を
は
じ

め
と
す
る
諸
法
治
国
家
原
則
は
、
国
家
に
よ
る
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
に
直
面
し
て
再
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
）
22
（

る
。
し
か
し
、

具
体
的
に
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
が
権
力
分
立
原
則
に
い
か
な
る
影
響
を
も
た
ら
し
う
る
か
に
つ
い
て
、Benda

は
子
細
に
論
じ
て
い
な
い
。

2
　
統
制
原
理

　

Benda

は
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
を
統
制
す
る
原
理
と
し
て
、
私
的
領
域
の
基
本
権
と
権
力
分
立
原
則
の
両
方
を
設
定
す
る
。

　

ま
ず
、Benda

は
個
人
情
報
の
収
集
を
統
制
す
る
原
理
に
私
的
領
域
の
基
本
権
を
設
定
す
る
。
曰
く
、
国
家
の
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
は

個
人
の
私
的
領
域
を
破
壊
し
う
る
た
め
、
国
家
は
そ
の
任
務
を
充
足
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
度
の
個
人
関
連
情
報
の
み
を
収
集
し
て
よ

い
。
加
え
て
、
個
人
情
報
を
提
供
す
る
市
民
は
、
自
ら
が
い
か
な
る
目
的
の
た
め
に
、
い
か
な
る
機
関
に
情
報
を
提
供
す
る
か
を
知
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

一
方
、
国
家
内
部
に
お
け
る
個
人
情
報
の
共
有
を
統
制
す
る
原
理
にBenda

が
据
え
置
く
の
は
、
私
的
領
域
の
基
本
権
で
は
な
く
権

力
分
立
原
則
等
で
あ
る
。
曰
く
、
職
務
共
助
（Am

tshilfe

）
原
則
（
基
本
法
三
五
条
）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
国
家
機
関
間
で
随
意
に
情
報

を
共
有
す
る
こ
と
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
上
も
許
容
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
で
、
国
家
の
一
体
性
を
完
全
に
否
定
し
て
国
家
機
関

を
相
互
に
競
合
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
家
機
関
間
の
「
バ
リ
ケ
ー
ド
（Blockade

）」
を
意
味
し
、
国
家
の
行
為
能
力
を
阻
害
し
う
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
デ
ー
タ
保
護
に
お
け
る
基
本
原
則
と
は
、
職
務
共
助
原
則
で
も
「
バ
リ
ケ
ー
ド
」
で
も
な
く
、
権
力
分
立
原
則
、
国
家
機
関
間
の

相
互
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
お
よ
び
市
民
に
対
す
る
公
開
性
で
あ
り
、
他
機
関
へ
の
情
報
提
供
は
単
な
る
職
務
共
助
原
則
に
基
づ
く
こ
と
は
で
き

ず
、
特
段
の
法
律
上
の
根
拠
か
、
本
人
の
同
意
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
論
じ
る
と
同
時
に
、Benda

は
、
個
々
の
官
庁
の
任
務
を
法
的
に
定
義
し
、
当
該
官
庁
が
任
務
充
足
の
た
め
に
い
か
な
る

情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
市
民
は
い
か
な
る
目
的
に
情
報
が
寄
与
す
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る
か
を
知
り
、
相
応
し
い
振
る
舞
い
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
）
23
（

う
。

㈣　

H
erm

ann K. H
eußner

の
見
解

　

Benda
と
同
じ
く
、
国
勢
調
査
判
決
当
時
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
で
あ
っ
たH

erm
ann H

eußner

の
見
解
を
み
る
。

1
　
脅
　
威

　

H
eußner

は
、
国
家
に
よ
る
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
が
基
本
権
の
空
洞
化
を
惹
起
す
る
の
み
な
ら
ず
、
権
力
分
立
原
則
も
脅
か
す
と
指

摘
す
る
。

　

ま
ず
、
基
本
権
の
空
洞
化
で
あ
る
が
、
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
は
国
家
が
個
人
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
デ
ー
タ
を
様
々
な
デ
ー
タ
バ
ン
ク
や

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
か
ら
集
約
し
、
個
人
の
人
物
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
、
す
な
わ
ち
「
デ
ー
タ
の
影
（D

atenschatten

）」
を
作
成
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
。
い
わ
ば
、
国
家
は
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
を
用
い
る
こ
と
で
、
市
民
を
完
全
に
監
視
・
透
視
し
、
市
民
へ
の
統

制
を
強
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
他
方
で
、「
デ
ー
タ
の
影
」
を
国
家
に
握
ら
れ
た
個
人
は
、「
ガ
ラ
ス
の
人
間
（gläserner 

M
ensch

）」
と
化
し
て
し
ま
う
。
個
人
情
報
の
共
有
が
無
制
限
に
可
能
と
な
れ
ば
、
個
人
は
も
は
や
自
ら
に
つ
い
て
保
存
さ
れ
た
デ
ー
タ

を
支
配
し
、
そ
の
利
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
個
人
は
、
例
え
ば
図
書
館
で
本
を
借
り
る
こ
と
や
、
政

治
的
な
集
会
に
参
加
す
る
こ
と
等
を
躊
躇
し
、
そ
の
行
為
能
力
を
剝
奪
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
は
個
人
が

様
々
な
基
本
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
、
基
本
権
の
空
洞
化
を
惹
起
す
る
と
い
）
24
（

う
。

　

加
え
てH

eußner

は
、
国
家
に
よ
る
デ
ー
タ
処
理
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
は
個
人
の
人
格
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
み
な
ら
ず
権

力
分
立
原
則
で
も
あ
る
と
論
）
25
（

じ
、
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
二
つ
を
挙
げ
る
。

　

一
つ
目
は
、
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
が
国
家
内
部
に
お
け
る
管
轄
の
境
界
を
瓦
解
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
曰
く
、
か
つ
て
国
家
が
情
報
を
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収
集
す
る
際
に
は
立
法
府
、
行
政
府
お
よ
び
司
法
府
は
各
自
で
情
報
を
収
集
し
て
い
た
が
、
統
合
さ
れ
た
デ
ー
タ
処
理
に
お
い
て
は
そ
れ

ら
の
区
切
り
に
関
係
な
く
、
国
家
は
一
度
だ
け
市
民
か
ら
情
報
を
取
得
・
保
存
し
た
後
、
様
々
な
方
法
で
処
理
、
共
有
し
、
そ
の
後
一
度

だ
け
削
除
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
や
私
的
な
権
力
主
体
が
随
意
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
統
合
的
な
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
は
、
権
力
分
立

原
則
（
基
本
法
二
〇
条
二
項
お
よ
び
三
項
）
を
脅
か
す
と
い
）
26
（

う
。

　

二
つ
目
は
、
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
が
国
家
内
部
に
お
け
る
権
力
的
均
衡
を
動
揺
さ
せ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
曰
く
、
国
家
が
よ
り
多
く
の

情
報
を
取
得
す
る
こ
と
は
国
家
の
知
識
（W

issen

）
と
権
力
が
増
強
さ
れ
る
こ
と
を
常
に
意
味
す
る
か
ら
、
国
家
に
よ
る
情
報
処
理
は
立

法
府
、
行
政
府
お
よ
び
司
法
府
の
三
権
間
を
含
め
た
国
家
内
部
に
お
い
て
「
権
力
の
転
位
（M

achtverlagerungen

）」
を
生
じ
さ
せ
る
と

い
う
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
権
力
の
一
体
性
を
引
き
合
い
に
出
し
て
国
家
機
関
間
に
お
け
る
無
制
限
の
情
報
共
有
を
正
当
化
し
よ
う
と
す

る
試
み
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
にH

eußner

は
、
国
家
に
よ
る
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
が
国
家
内
部
に
お
け
る
権
力
分
立
的
な
統
治
構
造
を
二
つ
の
観
点
か

ら
揺
る
が
し
う
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
い
う
権
力
分
立
と
は
三
権
分
立
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。H

eußner

は
、

後
述
す
る
各
州
デ
ー
タ
保
護
法
が
規
定
し
て
い
た
よ
う
な
、
よ
り
広
い
意
味
で
の
国
家
権
力
の
分
立
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
）
27
（

る
。

2
　
統
制
原
理

　

し
か
し
、H
eußner

は
国
家
に
よ
る
個
人
情
報
処
理
を
統
制
す
る
原
理
に
、
権
力
分
立
原
則
で
は
な
く
基
本
権
の
み
を
設
定
す
る
。

曰
く
、
国
家
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
デ
ー
タ
処
理
は
、
市
民
の
人
格
的
な
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
阻
害
し
な
い
形
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
私
的
領
域
の
基
本
権
の
内
実
を
見
る
と
、Benda

が
主
張
す
る
よ
う
な
「
優
越
的
公
益
が
要
求
し
な
い
か
ぎ
り
、
い
つ
、
い
か
な

る
範
囲
で
個
人
的
な
生
活
実
態
を
公
開
す
る
か
を
自
ら
決
定
す
る
権
限
」
と
い
う
主
観
的
権
利
の
ほ
か
、
基
本
権
と
し
て
保
障
さ
れ
る
自

由
を
行
使
す
る
上
で
の
前
提
と
な
る
状
況
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
基
本
権
を
脅
威
か
ら
防
御
す
る
と
い
う
国
家
の
客
観
法
的
義
務
が
保
障
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さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
の
私
的
領
域
の
基
本
権
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
上
、
次
の
よ
う
な
要
求
が
存
在
す
る
とH

eußner

は
主

張
す
る
。
ま
ず
、
個
人
を
機
能
不
全
に
陥
れ
る
よ
う
な
デ
ー
タ
の
共
有
（dysfunktionale W

eitergabe

）
は
私
的
領
域
を
破
壊
し
う
る
か

ら
、
デ
ー
タ
処
理
は
当
初
の
利
用
の
文
脈
と
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
一
定
の
期
間
を
経
た
後
は
、
デ
ー
タ
を
提
供

し
て
は
な
ら
ず
、
デ
ー
タ
を
閉
鎖
（sperren

）
な
い
し
完
全
に
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
国
家
に
よ
る
個
人
関
連
デ
ー
タ

の
処
理
は
、
総
じ
て
比
例
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
論
理
は
す
で
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
法
理
か
ら
導
か

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
新
た
に
デ
ー
タ
保
護
権
等
を
創
出
す
る
必
要
は
な
い
と
い
）
28
（

う
。

㈤　

H
orst H

erold

の
見
解

　

最
後
に
、
一
九
七
一
年
か
ら
一
九
八
一
年
の
間
に
連
邦
刑
事
庁
（Bundeskrim

inalam
t

）
長
官
を
担
当
し
たH

orst H
erold

の
見
解
を

紹
介
す
る
。

1
　
脅
　
威

　

H
erold

は
、
犯
罪
対
策
や
危
険
防
御
を
目
的
と
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
つ
つ
、
電
子
的
デ
ー
タ

処
理
が
人
権
と
抵
触
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
曰
く
、
国
家
は
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
を
用
い
る
こ
と
で
、
国
家
の
内
外
に
お
け
る
場
所

や
事
物
に
基
づ
く
境
界
を
踰
越
し
て
情
報
を
利
用
し
、
か
つ
よ
り
一
層
多
く
の
情
報
を
保
存
・
集
約
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
が
、
そ
う

し
た
境
界
無
き
情
報
処
理
は
人
間
の
尊
厳
と
抵
触
し
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
が
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
を
介
し
て
個
人
の
全
生
活
実
態
を

追
跡
、
把
捉
、
登
録
、
保
存
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
個
人
は
単
な
る
客
体
、
物
体
へ
と
貶
め
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
）
29
（

る
。
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2
　
統
制
原
理

　
H
erold

は
、
そ
う
し
た
国
家
に
よ
る
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
を
統
制
す
る
デ
ー
タ
保
護
を
、
基
本
権
や
人
権
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ら
を
実
現
す
る
装
置
と
位
置
づ
け
、
そ
の
内
実
と
し
て
①
警
察
と
他
官
庁
・
機
関
間
に
お
け
る
デ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
禁
止

（
情
報
の
分
離
）、
②
官
庁
間
に
お
け
る
職
務
共
助
の
制
限
、
③
情
報
シ
ス
テ
ム
の
透
明
性
、
④
市
民
へ
の
情
報
提
供
、
⑤
プ
ロ
グ
ラ
ム
化

さ
れ
た
忘
却
の
導
入
、
⑥
技
術
的
な
デ
ー
タ
保
全
（D

atensicherung

）
と
い
う
六
つ
の
原
則
を
設
定
す
る
。

　

H
erold

が
権
力
分
立
原
則
に
言
及
す
る
の
は
、
こ
の
う
ち
の
①
に
お
い
て
で
あ
る
。
曰
く
、
警
察
が
情
報
機
関
や
税
務
署
、
銀
行
等

の
様
々
な
官
庁
や
機
関
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
介
し
て
自
動
的
に
情
報
を
共
有
す
る
な
ら
ば
、
警
察
は
個
人
の
全
生
活
実
態
を
追
跡
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
ガ
ラ
ス
化
」
さ
れ
た
個
人
は
、
単
な
る
国
家
権
力
の
客
体
へ
と
貶
め
ら
れ
、
そ
の
私
的
領
域

と
人
間
の
尊
厳
を
剝
奪
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
々
の
国
家
機
能
間
に
お
け
る
デ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
統
制
す
る
た
め
、

権
力
分
立
原
則
的
な
思
考
を
古
典
的
な
三
権
分
立
原
則
か
ら
「
情
報
権
力
分
立
原
則
（Inform

ationsgew
altenteilung

）」
に
発
展
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
。

　

H
erold

の
い
う
情
報
権
力
分
立
原
則
と
は
、
古
典
的
な
三
権
分
立
原
則
と
同
一
の
目
的

―
す
な
わ
ち
、
国
家
機
関
間
に
お
け
る
相

互
的
な
抑
制
と
制
限
に
よ
り
権
力
的
均
衡
を
創
出
し
、
制
約
な
き
国
家
権
力
か
ら
市
民
を
保
護
す
る
こ
と

―
を
指
向
す
る
も
の
で
は
あ

る
が
、
立
法
府
、
行
政
府
お
よ
び
司
法
府
間
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
三
権
内
部
に
お
い
て
も
権
力
分
立
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
各
々
の
官
庁
の
相
互
的
な
隔
絶
と
、
そ
の
固
有
の
任
務
へ
の
情
報
の
限
定
」
と
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
基
づ
け
ば
、

警
察
は
財
務
行
政
、
社
会
行
政
等
と
の
間
で
デ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
た
だ
し
、
デ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
構
築
は
絶
対
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
警
察
は
住
民
登
録
事
務
や
自
動
車
登
録
事
務
と
の
間
に
お
い
て
、

デ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
よ
い
と
す
る
。
そ
の
類
の
デ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
は
、
国
家
が
そ
の
秩
序
任
務
を
充
足
す
る

に
あ
た
り
必
要
な
協
働
と
し
て
要
求
さ
れ
る
と
い
）
30
（

う
。
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㈥　

連
邦
デ
ー
タ
保
護
監
督
官
の
見
解

　

こ
の
よ
う
に
、
学
説
サ
イ
ド
に
お
い
て
は
デ
ー
タ
保
護
に
お
け
る
権
力
分
立
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
務

サ
イ
ド
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
は
国
勢
調
査
判
決
以
前
の
実
務
サ
イ
ド
に
お
い
て
、
デ
ー
タ
保
護
に
お
け
る
権
力
分
立

が
い
か
に
語
ら
れ
て
い
た
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、
当
時
の
連
邦
デ
ー
タ
保
護
監
督
官
の
認
識
を
確
認
す
る
。
初
代
連
邦
憲
法
デ
ー
タ
保
護
監
督
官H

ans Peter Bull

の
第
一
次

活
動
報
告
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
一
体
的
な
国
家
権
力
（Einheit der Staatsgew

alt

）
と
い
う
思
考
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
遅
く
と
も
連

邦
デ
ー
タ
保
護
法
の
成
立
以
降
、
法
律
で
も
っ
て
複
数
の
国
家
機
関
に
情
報
を
分
配
す
る
こ
と
が
…
…
権
力
分
立
に
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
立

し
た
理
解
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
記
述
は
、
憲
法
擁
護
庁
か
ら
他
国
家
機
関
に
情
報
を
共
有
す
る
際
の
条
件
を
論
じ
た
箇
所
に
て
登
場
す
る
。
曰
く
、
憲
法
擁
護
庁

を
含
め
た
情
報
機
関
は
一
般
的
に
本
人
が
知
覚
で
き
な
い
方
法
で
情
報
を
収
集
す
る
か
ら
、
そ
の
正
当
性
が
本
人
お
よ
び
裁
判
所
に
よ
り

審
査
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
擁
護
庁
か
ら
他
国
家
機
関
に
情
報
を
提
供
す
る
際
に
は
特
段
の
注
意
を
要
す
る
と

い
う
。
例
え
ば
、
情
報
を
受
領
す
る
機
関
の
任
務
遂
行
に
必
要
で
あ
れ
ば
情
報
を
共
有
し
て
よ
い
と
す
る
連
邦
デ
ー
タ
保
護
法
の
規
定
は
、

こ
の
関
係
に
お
い
て
は
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
。
憲
法
擁
護
庁
が
情
報
機
関
以
外
の
他
国
家
機
関
に
情
報
を
提
供
で
き
る
の
は
、
情
報
の

提
供
が
憲
法
擁
護
庁
の
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
場
合
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
憲
法
擁
護
庁
は
国
家
保
護
犯
罪
（Staatsschutzdelikte

）

の
訴
追
の
た
め
に
刑
事
訴
追
官
庁
に
情
報
を
提
供
し
て
よ
い
が
、
そ
れ
以
外
の
犯
罪
の
訴
追
の
た
め
に
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
）
31
（

う
。
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㈦　

州
デ
ー
タ
保
護
法
に
お
け
る
「
二
つ
の
支
柱
」

　

デ
ー
タ
保
護
に
お
け
る
「
二
つ
の
支
柱
」
は
当
時
の
立
法
上
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
デ
ー
タ
保
護
法
の
先
駆
け
と
称
さ
れ
る

一
九
七
〇
年
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
デ
ー
タ
保
護
法
は
、
一
〇
条
二
項
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

　

デ
ー
タ
保
護
監
督
官
は
、
機
械
的
デ
ー
タ
処
理
が
一
条
に
列
挙
さ
れ
た
機
関
の
作
業
方
法
と
決
定
権
限
に
も
た
ら
す
影
響
に
よ
っ
て
、
州
憲
法
機
関

間
、
地
方
自
治
組
織
間
お
よ
び
国
家
行
政
と
地
方
自
治
行
政
間
の
権
力
分
立
に
お
い
て
変
位
（Verschiebung

）
が
生
じ
う
る
か
を
観
察
す
る
。
デ
ー

タ
保
護
監
督
官
は
、
そ
の
よ
う
な
影
響
を
回
避
す
る
た
め
に
適
当
と
思
わ
れ
る
措
置
を
促
す
こ
と
が
で
き
）
32
（

る
。

　

こ
こ
で
は
、H

erold

が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
国
家
に
よ
る
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
が
国
家
内
部
の
権
力
的
均
衡
を
動
揺
さ
せ
う
る

こ
と
が
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
防
止
す
る
こ
と
が
デ
ー
タ
保
護
監
督
官
の
責
務
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ヘ
ッ
セ
ン
州
の
ほ
か
、
ベ
ル
リ
ン
州
、
ブ
レ
ー
メ
ン
州
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
と
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル

ツ
州
の
デ
ー
タ
保
護
法
に
お
い
て
も
、
デ
ー
タ
保
護
の
目
的
と
し
て
、
州
憲
法
機
関
の
権
力
分
立
原
則
に
基
づ
く
憲
法
的
構
造
と
、
地
方

自
治
機
関
の
相
互
間
に
お
け
る
管
轄
分
配
の
保
持
が
個
人
情
報
の
濫
用
か
ら
の
市
民
の
保
護
と
併
記
さ
れ
て
い
）
33
（

た
。
一
例
と
し
て
、
一
九

七
八
年
の
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
デ
ー
タ
保
護
法
一
条
一
項
を
載
せ
て
お
く
。

こ
の
法
律
の
任
務
は
、
以
下
で
あ
る
。

１
．
個
人
関
連
デ
ー
タ
の
処
理
（
保
存
、
伝
達
、
改
変
お
よ
び
削
除
）
時
に
お
け
る
濫
用
を
阻
止
す
る
こ
と
で
、
市
民
を
保
護
す
る
こ
と
。
ま
た
、
保

護
に
値
す
る
利
益
に
対
す
る
妨
害
に
対
処
す
る
こ
と
。
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２
．
国
家
、
と
り
わ
け
州
憲
法
機
関
の
権
力
分
立
原
則
に
基
づ
く
憲
法
的
構
造
お
よ
び
地
方
自
治
機
関
の
相
互
間
に
お
け
る
管
轄
分
配
を
、
自
動
化
さ

れ
た
デ
ー
タ
処
理
に
よ
る
変
更
か
ら
保
持
す
る
こ
と
。
）
34
（

㈧　

検
討
・
中
間
総
括

　

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
国
勢
調
査
判
決
以
前
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
多
か
れ
少
な
か
れ
デ
ー
タ
保
護
に
お
け
る
権
力
分
立
が
意
識
さ
れ

て
お
り
、
権
力
分
立
は
基
本
権
と
相
俟
っ
て
デ
ー
タ
保
護
の
「
二
つ
の
支
柱
」
を
構
成
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
論
者
に
よ

り
そ
の
論
じ
方
は
様
々
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
デ
ー
タ
保
護
作
業
部
会
とBenda

は
共
に
、
権
力
分
立
原
則
と
基
本
権
の
両
方
を
国
家
に

よ
る
個
人
情
報
処
理
を
統
制
す
る
原
理
に
設
定
し
た
が
、
作
業
部
会
が
基
本
法
二
○
条
の
権
力
分
立
原
則
を
行
政
府
内
の
管
轄
分
配
に
拡

張
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
一
方
、Benda
は
「
バ
リ
ケ
ー
ド
」
に
対
置
さ
れ
る
概
念
と
し
て
権
力
分
立
に
言
及
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、H

eußner

は
権
力
分
立
原
則
が
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
に
よ
り
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
つ
つ
、
統
制
原
理
と
し
て

は
基
本
権
の
み
を
設
定
し
た
。
逆
にH

erold
は
、
基
本
権
が
電
子
的
デ
ー
タ
処
理
に
よ
り
脅
か
さ
れ
る
と
し
つ
つ
、
統
制
原
理
の
一
つ

に
権
力
分
立
原
則
を
設
定
し
た
。
ま
た
、
実
務
サ
イ
ド
に
お
い
て
も
デ
ー
タ
保
護
に
お
け
る
権
力
分
立
は
意
識
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は

三
権
分
立
原
則
か
ら
乖
離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
ー
タ
保
護
に
お
け
る
権
力
分
立
と
い
う
主
張
は
当
初
か
ら
そ
の
内
実
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
の
考
え
る
限
り

で
は
次
の
よ
う
な
理
論
的
欠
陥
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
多
く
の
論
者
は
権
力
分
立
原
則
を
単
な
る
三
権
分
立
か
ら
行
政
府
内
の
管
轄
分
配
、
国
家
内
部
に
お
け
る
権
力
的
均
衡
等
に
拡

張
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
権
力
分
立
原
則
の
射
程
の
拡
大
に
問
題
が
あ
る
。
基
本
法
二
〇
条
が
規
定
す
る
の
は
も
っ
ぱ

ら
三
権
分
立
原
則
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
行
政
官
庁
の
分
離
で
は
な
い
）
35
（

し
、
は
た
ま
た
国
家
内
部
に
お
け
る
権
力
的
均
衡
の
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保
持
や
管
轄
の
境
界
の
維
持
で
も
な
い
。

　

ま
た
、
仮
に
こ
れ
を
肯
定
し
た
と
し
て
も
、
権
力
分
立
原
則
か
ら
必
然
的
に
情
報
共
有
の
制
限
が
導
か
れ
る
か
は
疑
わ
し
い
。
確
か
に

三
権
分
立
原
則
は
権
力
抑
制
的
、
自
由
保
護
的
な
側
面
を
有
す
る
が
、
他
方
で
は
諸
部
門
・
機
能
の
専
門
性
を
高
め
、
国
家
任
務
の
効
率

的
な
遂
行
を
目
指
す
も
の
で
も
あ
）
36
（

る
。
行
政
府
内
の
管
轄
分
配
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
り
、
権
力
分
立
原
則
は
必
ず
し
も
国
家
作

用
の
一
体
性
を
否
定
し
な
）
37
（

い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
権
力
分
立
原
則
が
国
家
任
務
の
効
率
的
な
遂
行
に
寄
与
す
る
国
家
内
部
に
お
け
る
情
報

共
有
を
禁
止
す
る
と
は
、
必
ず
し
も
断
言
で
き
な
い
。

　

最
後
に
、
権
力
分
立
原
則
か
ら
仮
に
何
ら
か
の
デ
ー
タ
保
護
に
関
す
る
帰
結
が
導
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
帰
結
は
個
人
情
報
に
特
化

し
た
も
の
に
は
な
り
得
な
い
。
例
え
ば
、
仮
に
権
力
分
立
原
則
が
諸
行
政
機
関
に
対
し
、
各
々
の
管
轄
の
範
疇
に
お
い
て
情
報
を
取
り
扱

う
こ
と
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
個
人
情
報
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
情
報
に
通
用
す
る
論
理
と
な
ろ
）
38
（

う
。
個
人
情
報
に
特
化
し
た
理
屈

は
、
少
な
く
と
も
権
力
分
立
原
則
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
権
力
分
立
原
則
は
国
家
に
よ
る
個
人
情
報
処
理
を
統
制
し
う
る
実
体
的
な
原
理
に
な
り
得
な
か
っ
た
と
い
え

よ
う
。
国
勢
調
査
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
情
報
自
己
決
定
権
の
み
か
ら
情
報
権
力
分
立
原
則
を
論
じ
、
以
後
権
力
分
立
原

則
か
ら
の
デ
ー
タ
保
護
と
い
う
議
論
は
下
火
に
な
っ
て
い
っ
た
。
今
日
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
デ
ー
タ
保
護
に
お
け
る
権
力
分
立
は
単
に

メ
タ
フ
ァ
ー
的
な
意
義
を
持
つ
に
と
ど
ま
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
39
（

る
。

三　

情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
の
分
離
要
請

　

他
方
で
、
統
治
論
と
し
て
の
情
報
権
力
分
立
原
則
と
は
異
な
り
、
今
日
の
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
説
に
お
い
て
な
お
残
存
し
て
い
る
議
論
が
、

情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
の
分
離
要
請
で
あ
る
。
分
離
要
請
と
は
、
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
間
の
情
報
的
な
分
離
を
要
求
す
る
原
則
で
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あ
り
、
二
〇
一
三
年
の
反
テ
ロ
デ
ー
タ
法
判
決
に
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
否
定
さ
れ
た
感
も
あ
る
が
、
未
だ
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け

で
は
な
い
。

　

な
お
、
わ
が
国
で
はTrennungsgebot

を
分
離
原
則
と
訳
し
て
き
た
感
が
あ
る
が
、
本
稿
で
はTrennungsprinzip

を
分
離
原
則
、

Trennungsgebot

を
分
離
要
請
と
訳
す
こ
と
に
す
）
40
（

る
。

㈠　

歴
史
的
背
景

　

ま
ず
、
分
離
要
請
の
議
論
の
歴
史
的
背
景
を
確
認
す
る
。

1
　
警
察
書
簡

　

分
離
要
請
の
起
源
は
、
一
九
四
九
年
四
月
一
四
日
に
連
合
国
の
軍
政
長
官
が
議
会
評
議
会
の
議
長
に
送
付
し
た
「
警
察
書
簡

（Polizeibr

）
41
（ief

）」
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
を
占
領
し
た
連
合
国
は
既
存
の
警
察
制
度
の
改
革
を
進
め
る
一

方
、
連
邦
政
府
が
連
邦
国
境
警
備
隊
（Bundesgrenzschutz

）、
連
邦
刑
事
庁
お
よ
び
連
邦
憲
法
擁
護
庁
（Bundesam

t für 

Verfassungsschutz

）
を
設
置
す
る
こ
と
を
容
認
し
）
42
（

た
。
そ
れ
ら
の
設
置
を
許
可
し
た
文
書
が
警
察
書
簡
で
あ
る
が
、
連
邦
憲
法
擁
護
庁
の

設
置
を
許
可
し
た
書
簡
二
項
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
た
。

　

連
邦
政
府
は
同
様
に
、
政
府
の
転
覆
を
試
み
る
連
邦
政
府
に
対
す
る
活
動
に
つ
い
て
情
報
を
収
集
・
拡
散
す
る
機
関
を
設
置
で
き
る
。
当
該
機
関
は
、

警
察
権
限
を
持
た
な
い
も
の
と
す
る
（This agency shall have no police author

）
43
（ity

）。

　

情
報
機
関
た
る
連
邦
憲
法
擁
護
庁
か
ら
警
察
権
限
を
排
除
し
た
連
合
国
側
の
意
図
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
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時
代
の
秘
密
警
察
（G

estapo

）
が
戦
後
に
復
活
す
る
こ
と
を
危
惧
し
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
文
言
は
基
本
法
制
定
時
に

採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
の
基
本
法
改
正
に
お
い
て
も
一
度
も
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
単
純
法
上
に
お
い
て
は
警
察
書
簡
の
趣
旨
が

反
映
さ
れ
た
）
44
（

が
、
分
離
要
請
の
語
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
警
察
書
簡
の
原
文
上
に
分
離
要
請
に
相
当
す
る
英
単
語
は

存
在
し
な
か
っ
）
45
（

た
。

2
　
無
制
限
の
情
報
共
有

　

分
離
要
請
が
誕
生
す
る
直
接
的
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
警
察
書
簡
で
は
な
く
、
一
九
七
○
年
代
後
半
に
治
安
機
関
に
よ
る
市
民
監
視
の

実
態
が
表
面
化
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
以
前
の
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
、
治
安
機
関
に
よ
る
個
人
情
報
処
理
を
統
制
し

よ
う
と
す
る
動
き
は
微
弱
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
治
安
機
関
間
に
お
け
る
情
報
共
有
に
つ
い
て
は
、
そ
の
活
発
化
・
効
率
化
が
長
ら
く
欲

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
）
46
（

る
。
例
え
ば
、
一
九
五
四
年
一
〇
月
八
日
の
連
邦
と
州
の
内
務
大
臣
の
会
議
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
「
ウ
ン
ケ
ル
指

針
（U

nkelner Richtlinien

）」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
た
。

　

警
察
は
憲
法
擁
護
庁
に
対
し
て
、
途
絶
え
る
こ
と
な
く
、
憲
法
擁
護
庁
が
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
…
…
関
心
を
持
ち
う
る
あ
ら
ゆ
る
注
目

に
値
す
る
事
象
に
つ
い
て
通
知
す
る
。
憲
法
擁
護
庁
は
警
察
に
対
し
て
、
警
察
が
自
ら
の
任
務
を
充
足
す
る
上
で
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
あ

ら
ゆ
る
事
情
に
つ
い
て
通
知
す
る
。
）
47
（

　

学
説
も
ま
た
、
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
と
の
間
で
無
制
限
に
情
報
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
黙
認
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
は
東
西
冷
戦

と
い
う
当
時
の
時
代
背
景
も
関
係
し
て
い
た
。
一
九
六
〇
年
代
終
盤
に
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
防
衛
力
に
対
す
る
信
用
を
揺
る
が
す

よ
う
な
事
件

―
例
え
ば
、
ミ
サ
イ
ル
を
含
む
武
器
の
盗
難
と
モ
ス
ク
ワ
へ
の
輸
送
、
三
人
の
科
学
技
術
者
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
（
東
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ド
イ
ツ
）
へ
の
亡
命
、
連
邦
情
報
局
副
長
官
を
含
む
複
数
の
政
府
関
係
者
の
自
殺

―
が
立
て
続
け
に
発
生
し
た
。
一
九
六
八
年
一
〇
月

三
〇
日
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
は
連
邦
議
会
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
事
件
を
調
査
す
る
た
め
の
調
査
委
員
会
の
設
置
を
申
し
立

て
、
連
邦
議
会
は
同
年
一
一
月
一
三
日
に
こ
れ
を
承
諾
し
た
。
同
調
査
委
員
会
は
、「
連
邦
政
府
と
州
政
府
が
最
終
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
協

働
問
題
が
明
確
か
つ
現
実
的
に
規
律
さ
れ
た
一
つ
の
指
針
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
た
）
48
（

め
、
一
九
七
〇
年

に
内
務
大
臣
会
議
（
Ｉ
Ｍ
Ｋ
）
は
協
働
指
針
（
Ｚ
Ａ
Ｒ
）
を
議
決
し
た
。
一
九
七
三
年
に
改
め
ら
れ
た
協
働
指
針
に
よ
れ
ば
、
情
報
機
関
、

警
察
お
よ
び
検
察
は
「
効
果
的
な
国
家
保
護
の
た
め
、
信
頼
に
満
ち
た
協
働
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
）
49
（

る
」
と
さ
れ
て
い
た
。

3
　
情
報
共
有
の
統
制
へ

　

こ
う
し
た
風
潮
が
変
化
し
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
九
七
七
年
に
連
邦
デ
ー
タ
保
護
法

（
Ｂ
Ｄ
Ｓ
Ｇ
）
が
成
立
し
た
こ
と
に
加
え
、
国
家
に
よ
る
市
民
監
視
の
実
態
が
次
々
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
連
邦

デ
ー
タ
保
護
法
が
施
行
さ
れ
た
数
週
間
後
に
、
連
邦
憲
法
擁
護
庁
職
員
の
内
部
告
発
と
『
デ
ア
・
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
（D

er Spiegel

）』
誌
の

報
道
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
擁
護
庁
が
原
子
力
学
者Klaus Traube

の
自
宅
に
赤
軍
派
（
Ｒ
Ａ
Ｆ
）
の
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
接
触
の
疑
い
を
理

由
と
し
て
盗
聴
器
を
設
置
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
事
件
は
当
時
の
連
邦
内
務
大
臣W

erner M
aihofer

が
辞
職
す
る
事
態
に

ま
で
発
展
し
た
。
そ
の
翌
年
に
は
、
連
邦
国
境
警
備
隊
が
東
ド
イ
ツ
と
の
検
問
所
に
お
い
て
、
渡
航
者
を
左
派
過
激
主
義
の
組
織
お
よ
び

出
版
物
に
関
す
る
「
国
境
警
備
リ
ス
ト
」
に
基
づ
き
検
査
し
、
秘
密
裡
に
収
集
し
た
デ
ー
タ
を
連
邦
憲
法
擁
護
庁
と
連
邦
情
報
局
に
引
き

渡
し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
一
連
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
市
民
の
国
家
に
対
す
る
不
信
を
招
い
た
ほ
か
、
憲
法
上
ど
こ
ま
で
警
察
と
情
報
機
関
が
個
人
情

報
を
取
り
扱
え
る
か
を
問
う
契
機
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
議
論
さ
れ
た
の
は
、
職
務
共
助
の
要
請
（
基
本
法
三
五
条
、
一
九
七
二
年
連
邦
憲

法
擁
護
庁
法
三
条
四
）
50
（

項
）
が
警
察
と
情
報
機
関
間
に
お
け
る
情
報
共
有
の
法
的
根
拠
と
し
て
十
分
か
否
か
、
ま
た
デ
ー
タ
保
護
が
い
か
に
警
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察
と
情
報
機
関
間
の
情
報
共
有
に
限
界
を
設
け
る
か
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
期
に
、
分
離
要
請
や
分
離
原
則
と
い
っ
た
概
念
が
学
説
に
て
誕
生
す
る
。
ま
ず
、
一
九
七
八
年
にErhard D

enninger

が

「
法
律
お
よ
び
憲
法
が
要
求
す
る
警
察
、
刑
事
訴
追
官
庁
お
よ
び
憲
法
擁
護
官
庁
の
組
織
的
分
離
」
に
言
及
し
、
そ
の
翌
年
にBull

が
分

離
原
則
の
語
を
、
一
九
八
一
年
に
分
離
要
請
の
語
を
使
用
し
）
51
（

た
。

㈡　

分
離
要
請
の
内
実

　

分
離
要
請
が
憲
法
原
則
で
あ
る
か
は
極
め
て
重
要
な
問
い
で
あ
る
が
、
分
離
要
請
の
憲
法
地
位
の
検
討
に
入
る
前
に
、
単
純
法
上
の
分

離
要
請
の
内
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
分
離
要
請
の
内
実
は
権
限
、
組
織
、
機
能
お
よ
び
情
報
の
分
離
と
い
う
四
つ
の
要
素
か
ら
構
成

さ
れ
る
。

1
　
権
限
の
分
離

　

⑴　

情
報
機
関
か
ら
の
警
察
権
限
の
排
除

　

権
限
の
分
離
と
は
、
情
報
機
関
か
ら
警
察
権
限
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
連
邦
憲
法
擁
護
庁
法
八
条
三
項
は
、「
連
邦

憲
法
擁
護
庁
は
警
察
権
限
お
よ
び
指
示
命
令
権
を
有
さ
な
い
。
連
邦
憲
法
擁
護
庁
は
警
察
に
自
ら
が
授
権
さ
れ
て
い
な
い
措
置
を
、
職
務

共
助
の
過
程
に
お
い
て
も
要
請
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
他
の
情
報
機
関
に
つ
い
て
も
同
様
の
規
定
が
存
在
す
る
（
連
邦

情
報
局
法
二
条
三
項
、
軍
事
保
安
局
法
四
条
二
項
）。
学
説
は
こ
れ
を
「
分
離
要
請
の
核
心
的
構
成
要
）
52
（

素
」
や
「
分
離
原
則
の
エ
ッ
セ
ン
）
53
（

ス
」、

「
警
察
と
情
報
機
関
の
境
界
画
定
の
最
も
重
要
な
基
）
54
（

準
」、「
議
論
の
余
地
無
き
核
）
55
（

心
」
等
と
評
価
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
一
文
の
「
警
察
権
限
」
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
が
、M

areike Rehbein

は
、
警
察
権
限
が
情
報
機
関
の
権
限

と
必
ず
し
も
排
他
的
関
係
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
と
解
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
立
法
府
が
警
察
に
情
報
機
関
的
手
段
を
付
与
す
れ
ば
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す
る
ほ
ど
情
報
機
関
は
秘
密
裡
の
活
動
を
禁
じ
ら
れ
、
情
報
機
関
か
ら
ま
す
ま
す
多
く
の
権
限
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
えRehbein

は
、
情
報
機
関
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
は
法
的
、
事
実
的
な
強
制
措
置
で
あ
る
と
論
じ
）
56
（

る
。
こ
れ
は
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
が
権
限
の
分
離
を
「
秘
密
機
関
（G

eheim
dienst

）
が
警
察
の
強
制
権
限
を
有
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
尋
問
、

捜
査
や
押
収
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
他
の
強
制
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
と
定
義
す
る
の
と
合
致
す
）
57
（

る
。

　

⑵　

警
察
が
情
報
機
関
的
手
段
を
有
す
る
こ
と
の
禁
止
？

　

一
方
で
、
警
察
が
情
報
機
関
的
手
段
（nachrichtendienstliche M

ittel, N
D
-M

ittel

）
を
有
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
律
上
の
規
定
は
存
在

せ
ず
、
警
察
が
情
報
機
関
的
手
段
を
行
使
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
学
説
に
は
肯
定
説
、
否
定
説
お
よ
び
折
衷
説
が
存
在
す

る
。
折
衷
説
は
、
特
定
の
危
険
や
嫌
疑
を
裏
付
け
る
事
実
が
あ
れ
ば
、
警
察
は
情
報
機
関
的
手
段
を
用
い
て
よ
い
と
す
）
58
（

る
。

　

Christoph G
usy

は
、
法
執
行
機
関
と
情
報
機
関
の
任
務
と
権
限
の
相
違
か
ら
、
警
察
権
限
は
危
険
防
御
と
刑
事
訴
追
の
領
域
に
限

定
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
領
域
は
情
報
機
関
的
手
段
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
危
険
前
域
（Vorfeld

）
に
お
け

る
介
入
で
あ
る
情
報
機
関
的
手
段
が
、
危
険
の
存
在
を
前
提
に
活
動
す
る
警
察
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
）
59
（

る
。

　

他
方
で
、Christoph Streiß

は
、
警
察
が
情
報
機
関
的
手
段
を
有
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
単
純
法
上
の
規
定
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
分
離

要
請
は
憲
法
地
位
を
持
た
な
い
た
め
、
基
本
法
か
ら
こ
の
意
味
で
の
分
離
要
請
は
導
出
さ
れ
得
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ゆ
え
無
制

限
に
警
察
が
情
報
機
関
的
手
段
を
獲
得
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
法
治
国
家
原
則
か
ら
生
ず
る
限
界
が
存
在
す
る
と
論
じ
る
。
曰
く
、

法
治
国
家
原
則
は
法
的
安
定
性
、
法
的
明
確
性
の
要
請
、
法
律
の
留
保
お
よ
び
権
利
保
護
の
原
則
を
包
含
す
る
が
、
法
律
の
留
保
原
則
は

介
入
行
為
に
特
別
な
法
律
上
の
根
拠
を
、
法
的
安
定
性
お
よ
び
法
的
明
確
性
は
十
分
に
明
確
な
文
言
に
よ
る
授
権
を
要
求
す
る
。
さ
ら
に
、

基
本
法
一
九
条
四
項
の
権
利
保
護
の
保
障
か
ら
「
国
家
行
為
の
公
開
性
の
要
請
」
が
導
か
れ
、
警
察
は
市
民
に
対
し
原
則
と
し
て
公
開
に

活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
要
請
を
認
め
な
い
に
し
て
も
、
警
察
の
権
限
は
「
手
法
が
明
確
で
あ
り
、
統
制
可
能
」

で
あ
る
よ
う
に
規
律
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
情
報
機
関
が
議
会
統
制
委
員
会
に
よ
る
統
制
に
服
す
る
一
方
、
警
察
は
議
会
統
制
に
服
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さ
な
い
た
め
、
警
察
に
情
報
機
関
的
手
段
を
授
権
す
る
規
定
は
連
邦
憲
法
擁
護
庁
法
八
条
二
項
一
文
の
文
言
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
諸
法

治
国
家
的
要
求

―
手
段
の
厳
密
な
描
写
、
十
分
に
明
白
な
手
段
行
使
の
前
提
、
本
人
に
よ
る
権
利
保
護
お
よ
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能

性

―
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
）
60
（

う
。

2
　
組
織
の
分
離

　

連
邦
憲
法
擁
護
庁
法
二
条
一
項
三
文
は
、「
連
邦
憲
法
擁
護
庁
は
警
察
の
官
庁
に
編
入
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
連
邦
憲
法

擁
護
庁
が
警
察
組
織
か
ら
組
織
的
に
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
命
ず
る
。
他
の
情
報
機
関
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

る
（
連
邦
情
報
局
法
一
条
一
項
二
文
、
軍
事
保
安
局
法
一
条
四
項
）。

　

支
配
的
見
解
は
、
情
報
機
関
が
警
察
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
逆
の
方
向
、
す
な
わ
ち
警
察
が
情
報
機
関
に
編
入
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
も
認
め
）
61
（

る
。
そ
の
根
拠
は
連
邦
憲
法
擁
護
庁
法
八
条
三
項
と
さ
れ
る
が
、
理
由
付
け
は
論
者
に
よ
り
異
な
る
。Karsten 

Brandt

は
、
憲
法
擁
護
庁
は
警
察
権
限
を
有
し
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
警
察
が
憲
法
擁
護
庁
に
編
入
す
る
こ
と
で
憲
法
擁
護
庁
が
警

察
権
限
を
獲
得
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
と
論
じ
）
62
（

る
。
一
方
、N

ora Schneider

は
、
同
規
定
に
よ
り
憲
法
擁
護
庁
は
警
察
に
対
す
る

指
揮
命
令
権
限
を
有
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
暗
示
的
に
警
察
が
憲
法
擁
護
庁
に
編
入
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と

論
じ
）
63
（

る
。

　

た
だ
し
、
憲
法
擁
護
庁
と
警
察
の
監
督
官
庁
（Aufsichtsbehörde
）
が
共
に
内
務
省
で
あ
る
こ
と
は
、
組
織
的
分
離
の
観
点
か
ら
は
問

題
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
憲
法
擁
護
庁
が
官
庁
（Behörde
）
で
は
な
く
内
務
省
の
部
局
（Abteilung

）
と
し
て
設
置
さ
れ
て

い
る
場
合
が
あ
る
）
64
（

が
、
そ
の
場
合
も
組
織
の
分
離
に
は
違
反
し
な
い
。
ま
た
、
共
同
テ
ロ
防
御
セ
ン
タ
ー
（
Ｇ
Ｔ
Ａ
Ｚ
）
等
の
連
絡
調
整

機
関
に
つ
い
て
も
、
組
織
の
分
離
に
違
反
し
な
い
と
さ
れ
）
65
（

る
。

　

支
配
的
見
解
は
、
さ
ら
に
人
員
の
分
離
も
認
め
）
66
（

る
。



法学政治学論究　第135号（2022.12）

244

3
　
機
能
の
分
離

　

機
能
の
分
離
な
い
し
任
務
の
分
離
と
は
、
警
察
と
情
報
機
関
が
異
な
る
機
能
や
任
務
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
で

あ
る
が
、
こ
れ
以
降
分
離
要
請
を
巡
る
議
論
は
複
雑
化
す
る
。

　

多
く
の
論
者
は
、
権
限
と
組
織
の
異
な
る
二
つ
の
組
織
が
あ
る
の
は
そ
れ
ら
の
機
能
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
、
機
能
の
分
離
の

存
在
自
体
は
認
め
）
67
（

る
。
情
報
機
関
は
、
警
察
や
検
察
の
た
め
に
前
域
で
情
報
収
集
し
、
伝
達
す
る
た
め
の
機
関
で
は
な
）
68
（

い
。
し
た
が
っ
て
、

機
能
の
分
離
は
、
権
限
と
組
織
の
分
離
か
ら
間
接
的
に
導
出
可
能
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
）
69
（

る
。

　

確
か
に
、
単
純
法
上
の
規
定
か
ら
警
察
と
情
報
機
関
の
任
務
の
差
異
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
警
察
法
一
条
一
項
は
、「
警
察
の
任
務
は
、
公
共
の
安
全
な
い
し
秩
序
を
危
険
か
ら
防
御
す
る
こ
と
で
あ
る

（
危
険
防
御
）」
と
規
定
す
る
。
一
方
、
情
報
機
関
は
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
、
ま
た
連
邦
と
州
の
治
安
と
存
立
を
保
護
す
る
た
め
、

危
険
の
前
域
を
観
察
す
る
（
連
邦
憲
法
擁
護
庁
法
三
条
一
項
を
参
照
）。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
単
純
法
に
規
定
さ
れ
た
任
務
の
差
異

に
す
ぎ
ず
、
仮
に
こ
れ
を
要
請
と
捉
え
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
憲
法
上
の
も
の
で
は
な
）
70
（

い
。

　

さ
ら
に
、
支
配
的
見
解
は
機
能
の
分
離
を
意
義
あ
る
も
の
と
捉
え
て
い
な
い
。Schneider

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
戦
略
的
監
視
判

決
に
お
い
て
、
連
邦
の
立
法
権
限
か
ら
情
報
機
関
が
警
察
任
務
に
接
近
す
る
こ
と
の
限
界
を
論
じ
た
こ
と
を
参
照
し
、
機
能
の
分
離
を
肯

定
す
）
71
（

る
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
同
判
決
に
お
い
て
分
離
要
請
の
議
論
を
明
示
的
に
回
避
し
た
こ
と
か
ら
）
72
（

も
、
こ
の
意
味
に
お
け

る
分
離
要
請
は
、
立
法
権
限
か
ら
生
じ
る
限
界
以
上
の
も
の
を
意
味
し
な
い
「
脆
弱
な
、
任
務
と
関
連
す
る
要
素
」
に
す
ぎ
）
73
（

ず
、「
こ
の

原
則
に
…
…
一
方
な
い
し
他
方
へ
の
逸
脱
（Abw

eichungen

）
を
許
容
し
な
い
ほ
ど
高
い
地
位
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ

る
）
74
（

。

　

ま
た
、
そ
も
そ
も
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
の
任
務
や
機
能
を
厳
格
に
区
別
で
き
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。M

ichael Lysander 

Frem
uth

は
、
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
の
厳
格
な
任
務
の
分
離
は
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
質
的
な
意
味
で
の
憲
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法
擁
護
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
機
関
に
義
務
付
け
ら
れ
た
包
括
的
な
任
務
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
機
能
の
分
離
が
法
的
拘
束
力

を
も
っ
て
分
離
要
請
か
ら
導
か
れ
る
か
は
…
…
疑
わ
し
い
」
と
い
）
75
（

う
。

4
　
情
報
の
分
離

　

⑴　
「
情
報
的
協
働
要
請
」

―
分
離
要
請
の
「
裏
面
」

　

情
報
の
分
離
は
反
テ
ロ
デ
ー
タ
法
判
決
に
て
憲
法
地
位
を
獲
得
し
た
が
、
同
判
決
以
前
は
多
く
の
論
者
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
お
り
、
む

し
ろ
分
離
要
請
か
ら
情
報
的
な
協
働
の
要
請
が
導
か
れ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
）
76
（

た
。
例
え
ば
、Kay N

ehm

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

分
離
要
請
は
、
情
報
機
関
が
確
か
に
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
に
と
っ
て
の
潜
在
的
な
危
険
を
早
期
に
知
覚
す
る
が
、
行
政
権
限
を
欠
く
が
ゆ
え

に
、
自
ら
で
は
そ
れ
ら
に
対
処
で
き
な
い
こ
と
を
惹
起
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
情
報
機
関
は
原
則
と
し
て
、
国
家
保
護
と
関
連
す
る
情
報
を
政
府
の
み
な

ら
ず
、
警
察
と
検
察
に
も
提
供
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
情
報
機
関
、
警
察
お
よ
び
検
察
間
に
お
け
る
情
報
的
協
働
は
、
分
離
要
請
の
機

能
的
な
裏
面
（Kehrseite

）
で
あ
）
77
（

る
。

　

実
際
、
か
つ
て
の
連
邦
憲
法
擁
護
庁
法
で
あ
る
一
九
七
二
年
の
協
働
法
は
、
三
条
三
項
に
て
権
限
と
組
織
の
分
離
を
規
定
す
る
一
方
、

四
項
に
て
職
務
共
助
義
務
を
明
記
し
て
い
）
78
（

た
。
こ
れ
に
つ
い
てG

usy

は
、「
職
務
共
助
は
分
離
を
前
提
と
し
、
分
離
は
相
互
的
な
援
助

を
も
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
、
分
離
ゆ
え
に
協
働
が
求
め
ら
れ
る
一
方
、
職
務
共
助
を
通
じ
て
分
離
要
請
が
事
実
上
迂
回
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
）
79
（

る
。

　

⑵　
「
権
限
の
分
離
か
ら
の
反
射
」

　

こ
の
よ
う
な
分
離
要
請
と
職
務
共
助
原
則
の
「
緊
張
関
）
80
（

係
」
に
お
い
て
は
、
情
報
的
な
文
脈
に
お
け
る
分
離
要
請
が
何
を
意
味
す
る
か
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が
問
題
と
な
る
が
、
多
く
の
論
者
は
「
情
報
の
分
離
は
独
立
し
た
分
離
要
請
で
は
な
く
、
権
限
の
分
離
か
ら
の
反
射
に
す
ぎ
な
い
」
と
主

張
し
）
81
（

た
。
要
す
る
に
情
報
の
分
離
と
は
、
職
務
共
助
の
過
程
に
お
い
て
も
情
報
機
関
が
警
察
権
限
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
に
と
ど
ま
る
と
い
）
82
（

う
。

　

も
っ
と
も
、
学
説
は
「
権
限
の
分
離
か
ら
の
反
射
」
を
許
容
さ
れ
る
職
務
共
助
の
「
極
）
83
（

限
」、
す
な
わ
ち
絶
対
的
禁
止
と
み
な
し
、
そ

れ
に
加
え
て
情
報
自
己
決
定
権
に
よ
り
相
対
的
に
職
務
共
助
が
禁
止
さ
れ
る
領
域
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
）
84
（

た
。
ま
た
、
逆
の
方

向

―
す
な
わ
ち
、
法
執
行
機
関
が
情
報
機
関
を
活
用
す
る
場
合

―
の
統
制
は
、「
権
限
の
分
離
か
ら
の
反
射
」
か
ら
基
礎
付
け
ら
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
）
85
（

た
。

㈢　

分
離
要
請
の
憲
法
地
位
？

　

こ
の
よ
う
な
単
純
法
上
の
分
離
要
請
が
憲
法
原
則
で
も
あ
る
か
は
、
学
説
で
は
一
時
期
激
し
く
議
論
さ
れ
た
。
憲
法
上
の
分
離
要
請
の

根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
は
、
基
本
法
上
の
条
文
と
各
種
憲
法
原
則
で
あ
る
。

1
　
基
本
法
上
の
条
文
か
ら
の
導
出
の
試
み

　

分
離
要
請
の
基
本
法
上
の
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
は
、
基
本
法
八
七
条
一
項
二
文
お
よ
び
七
三
条
一
項
一
〇
号
で
あ
っ
た
。
前
者

は
連
邦
固
有
行
政
の
対
象
を
定
め
る
規
定
で
あ
り
、
連
邦
が
連
邦
法
に
基
づ
き
、
各
種
治
安
機
関
を
設
置
で
き
る
こ
と
を
規
定
す
る
。

　

連
邦
法
に
よ
り
、
連
邦
国
境
警
備
隊
、
警
察
の
情
報
収
集
伝
達
の
た
め
の
中
央
機
関
、
刑
事
警
察
の
た
め
の
中
央
機
関
、
な
ら
び
に
憲
法
擁
護
お
よ

び
武
力
の
行
使
ま
た
は
そ
の
準
備
行
為
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
対
外
的
利
益
を
脅
か
す
連
邦
領
域
内
に
お
け
る
試
み
か
ら
の
保
護
を
目
的

と
す
る
、
資
料
収
集
の
た
め
の
中
央
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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他
方
で
、
後
者
は
連
邦
の
排
他
的
立
法
権
限
の
対
象
と
し
て
、
次
の
安
全
保
障
に
か
か
わ
る
事
項
を
規
定
す
る
。

　

以
下
の
諸
事
項
に
お
け
る
連
邦
と
州
の
協
働
、
な
ら
び
に
連
邦
刑
事
警
察
庁
の
設
置
お
よ
び
国
際
犯
罪
対
策

ａ　

刑
事
警
察

ｂ　

自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
の
保
護
、
連
邦
と
州
の
存
立
と
安
全
の
保
護
（
憲
法
擁
護
）

ｃ　

武
力
の
行
使
ま
た
は
そ
の
準
備
行
為
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
対
外
的
利
益
を
脅
か
す
連
邦
領
域
内
に
お
け
る
試
み
か
ら
の
保
護

　

こ
の
よ
う
に
、
基
本
法
上
の
条
文
は
明
示
的
に
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
の
分
離
を
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
の

解
釈
が
問
題
と
な
る
。

　

⑴　
「
複
数
形
説
」

　

分
離
要
請
の
憲
法
地
位
に
肯
定
的
な
論
者
は
、「
複
数
形
説
（Plural-Argum

ent

）」
を
主
張
す
る
。
曰
く
、
基
本
法
八
七
条
一
項
二
文

の
「
中
央
機
関
（Zentralstellen

）」
の
語
が
複
数
形
で
あ
る
か
ら
、
右
条
文
で
列
挙
さ
れ
た
事
項
毎
に
中
央
機
関
が
設
置
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
右
条
文
は
「
で
き
る
（kann

）」
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（m

uss

）」
と
は
規

定
し
て
い
な
）
86
（

い
。
対
し
て
、G

usy

は
、Zentralstellen
を
設
置
す
る
権
限
とZentralstelle

を
設
置
す
る
権
限
は
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、

八
七
条
が
規
定
す
る
の
は
連
邦
の
複
数
の
中
央
機
関
を
設
置
す
る
権
限
で
あ
り
、
一
つ
の
中
央
機
関
を
設
置
す
る
権
限
で
は
な
い
と
主
張

し
）
87
（

た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
八
七
条
に
列
挙
さ
れ
た
諸
事
項
の
内
、
一
つ
の
事
項
に
つ
い
て
中
央
機
関
を
設
置
す
る

場
合
で
も
、
複
数
の
中
央
機
関
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、G

usy

は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
複

数
の
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
理
想
的
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
複
数
の
機
関
を
設
置
す
る
必
要
は
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
主
張
を
一
貫
で

き
て
い
な
）
88
（

い
。
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ま
た
、Streiß

は
複
数
形
説
を
「
一
般
的
な
語
感
（allgem

eines Sprachgefühl

）」
に
依
っ
た
見
解
に
す
ぎ
な
い
と
一
蹴
し
、
そ
の
証

左
と
し
て
連
邦
刑
事
庁
法
二
条
一
項
を
提
示
す
）
89
（

る
。

　

連
邦
刑
事
庁
は
、
警
察
の
情
報
収
集
伝
達
お
よ
び
刑
事
警
察
の
た
め
の
中
央
機
関
（Zentralstelle

）
と
し
て
、
州
横
断
的
な
犯
罪
行
為
、
国
際
犯

罪
ま
た
は
相
当
な
意
義
を
有
す
る
犯
罪
行
為
の
予
防
と
訴
追
に
お
い
て
、
連
邦
警
察
お
よ
び
州
警
察
を
援
助
す
る
。

　

⑵　

歴
史
的
解
釈

　

次
に
、
基
本
法
上
の
規
定
の
歴
史
的
背
景
か
ら
憲
法
上
の
分
離
要
請
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
主
張
が
あ
っ
た
。
曰
く
、
議
会
評
議
会

は
警
察
書
簡
二
号
に
暗
示
さ
れ
た
連
合
軍
の
分
離
要
請
的
な
意
思
を
読
み
取
り
、
基
本
法
八
七
条
に
落
と
し
込
ん
だ
と
い
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
主
張
が
成
立
す
る
た
め
に
は
次
の
諸
点
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
連
合
軍
が
分
離
要
請
的
な
観
念
を
有

し
て
い
た
か
否
か
（
①
）。
さ
ら
に
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
議
会
評
議
会
が
連
合
軍
の
意
思
を
基
本
法
に
反
映
さ
せ
た
か
否
か
（
②
）。
ま

た
、
そ
の
場
合
で
も
、
基
本
法
八
七
条
を
解
釈
す
る
際
に
、
今
日
に
お
い
て
全
く
効
力
を
喪
失
し
た
警
察
書
簡
を
考
慮
し
て
よ
い
か
否
か

（
③
）。

　

①
の
点
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
論
者
が
否
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
合
軍
は
、
単
に
政
治
警
察
が
戦
後
に
復
活
す
る
こ
と
を
回
避

し
た
か
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
分
離
要
請
ま
で
意
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
）
90
（

う
。
も
っ
と
も
、Jens Singer

が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
連
合
軍
と
議
会
評
議
会
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
）
91
（

る
。
一
方
、

G
usy

は
②
、
③
に
つ
い
て
肯
定
的
な
立
場
で
あ
っ
）
92
（

た
。
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
連
邦
国
境
警
備
隊
判
決
に
お
い
て
、
基
本
法
八
七

条
が
警
察
書
簡
に
対
す
る
「
憲
法
制
定
者
の
反
応
」
で
あ
っ
た
と
明
示
的
に
述
べ
て
い
）
93
（

る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
警
察
書
簡
の
歴
史
的
背
景
に
基
づ
く
主
張
は
、
分
離
要
請
の
「
空
転
」
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
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仮
に
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
復
活
を
回
避
す
る
と
い
う
連
合
軍
の
意
思
を
議
会
評
議
会
が
基
本
法
上
に
反
映
さ
せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
分
離
要
請

は
単
に
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
復
活
を
禁
止
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
）
94
（

る
。
今
日
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
ゲ

シ
ュ
タ
ポ
の
復
活
を
語
る
の
は
「
馬
鹿
げ
て
い
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
か
ら
）
95
（

も
、
警
察
書
簡
の
歴
史
的
背
景
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
は
そ
も
そ
も
無
意
味
な
可
能
性
が
あ
る
。

　

⑶　

体
系
的
解
釈

　

体
系
的
解
釈
と
は
、
基
本
法
八
七
条
一
項
二
文
と
七
三
条
一
項
一
〇
号
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
連
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

曰
く
、
八
七
条
一
項
二
文
の
「
刑
事
警
察
」、「
憲
法
擁
護
」
お
よ
び
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
…
…
試
み
に
対
す
る
保
護
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

七
三
条
一
項
一
〇
号
ａ
、
ｂ
お
よ
び
ｃ
に
対
応
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
七
三
条
が
こ
れ
ら
の
事
項
を
区
別
し
て
い
る
以
上
、
八
七
条
一
項
二

文
に
基
づ
き
中
央
機
関
を
設
置
す
る
際
に
は
、
連
邦
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
に
応
じ
て
中
央
機
関
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

し
か
し
、Streiß

は
、
八
七
条
一
項
二
文
に
は
「
で
き
る
（können

）」
と
あ
る
か
ら
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
は
導

出
さ
れ
な
い
）
96
（

し
、
ま
た
八
七
条
は
行
政
権
限
、
七
三
条
は
立
法
権
限
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
両
者
に
関
連
性
は
な
く
、
差
異
も
存
在

す
る

―
す
な
わ
ち
、
七
三
条
の
み
が
「
連
邦
刑
事
警
察
庁
の
設
置
」
と
「
国
際
犯
罪
対
策
」
に
言
及
し
て
い
る

―
と
反
駁
す
）
97
（

る
。

　

⑷　

目
的
論
的
解
釈

　

G
usy

は
、
警
察
と
情
報
機
関
の
任
務
と
権
限
の
差
異
を
読
み
込
ん
で
基
本
法
八
七
条
一
項
二
文
を
解
釈
す
れ
ば
、
分
離
要
請
が
導
出

さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
任
務
の
差
異
と
は
、
警
察
は
危
険
防
御
と
刑
事
訴
追
を
担
う
の
に
対
し
て
、
情
報
機
関
は
危
険
の
よ
り
前
域
で
活

動
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
権
限
の
差
異
と
は
、
警
察
が
強
制
権
限
を
行
使
で
き
る
の
に
対
し
、
情
報
機
関
は
そ
の
よ
う
な
権
限

を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
）
98
（

る
。

　

対
し
て
、Streiß

ら
は
、
こ
の
主
張
を
循
環
論
法
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
曰
く
、
任
務
と
権
限
の
差
異
が
分
離
要
請
に
よ
り
基
礎
付
け

ら
れ
る
と
い
う
順
序
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
任
務
と
権
限
の
差
異
を
前
提
に
分
離
要
請
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
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循
環
論
法
で
あ
る
と
い
）
99
（

う
。

2
　
憲
法
原
則
か
ら
の
導
出
の
試
み

　

こ
の
よ
う
に
、
学
説
は
主
と
し
て
基
本
法
上
の
規
定
か
ら
分
離
要
請
を
導
出
す
る
こ
と
の
是
非
を
論
じ
た
が
、
対
し
て
連
邦
憲
法
裁
判

所
が
注
目
し
た
の
は
、
法
治
国
家
原
則
や
連
邦
国
家
原
則
と
い
っ
た
諸
国
家
原
則
で
あ
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
連
邦
国
境
警
備
隊
判

決
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

基
本
法
八
七
条
一
項
二
文
に
規
定
さ
れ
た
連
邦
の
特
別
警
察
官
庁
に
つ
い
て
、
分
離
要
請
の
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。
法
治
国
家
原
則
、
連
邦
国
家
原

則
お
よ
び
基
本
権
の
保
護
は
、
特
定
の
官
庁
を
互
い
に
融
合
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
特
定
の
官
庁
を
そ
の
憲
法
上
の
任
務
と
合
致
し
な
い
任
務
に
携
わ
ら

せ
る
こ
と
を
禁
止
し
う
る
。
そ
の
よ
う
に
、
憲
法
擁
護
な
い
し
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
目
的
と
す
る
中
央
機
関
は

―
そ
の
異
な
る
任
務
と
権
限
に
直

面
し
て

―
執
行
警
察
官
庁
と
統
合
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
（
一
九
四
九
年
四
月
一
四
日
の
警
察
書
簡
参
照
）。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
説
示
は
傍
論
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
直
後
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
こ
の
問
い
に
関
す
る
最
終
的
な
確
定
は
、
こ

こ
で
は
必
要
で
は
な
い
」
と
述
べ
）
100
（

た
。

　

こ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
説
示
に
つ
い
て
、
学
説
は
総
じ
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
けStreiß

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
分
離

要
請
を
説
得
的
に
基
礎
付
け
で
き
て
い
な
い
と
批
判
し
）
101
（

た
。

　

⑴　

権
利
保
護
の
保
障

　

法
治
国
家
原
則
は
そ
の
一
内
容
と
し
て
、
権
利
保
護
の
保
障
を
内
包
す
る
。
基
本
法
一
九
条
四
項
一
文
は
、「
何
人
も
公
権
力
に
よ
っ

て
そ
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
と
き
、
出
訴
の
途
が
開
か
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
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分
離
要
請
に
肯
定
的
な
論
者
ら
は
、
情
報
機
関
の
秘
密
性
に
注
目
し
て
権
限
の
分
離
を
論
じ
る
。
曰
く
、
情
報
機
関
は
秘
密
裡
に
活
動

す
る
た
め
、
情
報
機
関
に
監
視
さ
れ
る
人
物
は
自
ら
が
監
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
で
き
ず
、
裁
判
所
に
対
し
て
監
視
措
置
の
合
法
性

を
審
査
さ
せ
る
に
至
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
情
報
機
関
に
対
し
て
権
利
保
護
の
保
障
を
介
し
た
統
制
を
及
ぼ
し
に
く
い
た
め
、

秘
密
裡
に
活
動
す
る
情
報
機
関
に
は
警
察
権
限
が
付
与
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
は
、
警
察

が
全
く
秘
密
裏
に
活
動
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
）
102
（

し
、
ま
た
仮
に
情
報
機
関
が
警
察
権
限
を
行
使
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
瞬
間
に
情
報
機
関
は

秘
密
裡
で
は
な
く
公
開
に
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
と
指
摘
さ
れ
）
103
（

る
。

　

Streiß

は
、
情
報
機
関
が
警
察
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
警
察
が
秘
密
裡
に
活
動
す
る
こ
と
の
方
が
問
題
で
あ
る
と
指

摘
す
る
。
曰
く
、
警
察
が
秘
密
裏
に
活
動
し
て
収
集
し
た
情
報
に
つ
い
て
は
、
情
報
機
関
が
警
察
に
情
報
を
提
供
す
る
場
合
と
は
異
な
り
、

情
報
の
分
離
の
隔
壁
が
存
在
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
警
察
の
秘
密
裡
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
本
人
へ
の
事
後
報
告
等
の
措
置

で
統
制
可
能
で
あ
る
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
分
離
要
請
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
分
離
は
確
か
に
権
利
保
護
に
寄
与
す
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
と
す
）
104
（

る
。

　

⑵　

権
力
分
立
原
則

　

次
に
、
権
力
分
立
原
則
で
あ
る
が
、Streiß

は
警
察
と
情
報
機
関
が
共
に
行
政
府
に
属
す
る
か
ら
、
権
力
分
立
は
問
題
に
な
ら
な
い
と

論
じ
）
105
（

る
。
ま
た
、
同
様
にFrem

uth

も
、
警
察
は
行
政
警
察
と
司
法
警
察
と
い
う
二
重
の
機
能
を
有
す
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
法
治
国
家
性

が
欠
如
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
ま
た
ド
イ
ツ
以
外
の
分
離
要
請
を
有
さ
な
い
国
家
が
、
そ
れ
ゆ
え
法
治
国
家
原
則

を
欠
く
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
と
指
摘
す
）
106
（

る
。

　

⑶　

連
邦
国
家
原
則

　

Streiß

やSchneider

は
、
連
邦
国
家
原
則
の
内
実
は
基
本
法
七
三
条
や
八
七
条
等
の
基
本
法
上
の
諸
規
定
に
よ
り
初
め
て
具
体
化
さ

れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
連
邦
国
家
原
則
と
い
う
一
般
原
則
か
ら
分
離
要
請
の
導
出
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
）
107
（

た
。
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⑷　

基
本
権

　

反
テ
ロ
デ
ー
タ
法
判
決
以
前
の
学
説
は
、
基
本
権
か
ら
憲
法
上
の
分
離
要
請
を
導
出
す
る
こ
と
に
は
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
で
あ
っ
た
。

Schneider

曰
く
、
基
本
権
（
情
報
自
己
決
定
権
）
は
分
離
要
請
の
根
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
一
方
、
他
方
で
は
分
離
要
請
が
基

本
権
を
保
護
す
る
機
能
を
有
す
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
後
者
で
あ
り
、
基
本
権
か
ら
の
分

離
要
請
の
導
出
は
、
結
論
あ
り
き
の
主
張
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
）
108
（

う
。
そ
し
て
、
た
と
え
分
離
要
請
が
基
本
権
の
保
護
に
寄
与
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
分
離
要
請
が
憲
法
地
位
を
有
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
と
い
）
109
（

う
。

㈣　

分
離
要
請
の
弱
体
化

　

こ
の
よ
う
に
、
分
離
要
請
を
憲
法
原
則
と
し
て
基
礎
付
け
る
試
み
は
失
敗
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
傍
ら
、
実
務
で
は
情
報
機
関
と
法

執
行
機
関
が
互
い
に
接
近
し
続
け
た
。
両
者
の
接
近
の
過
程
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
が
あ
る
。

1
　
組
織
犯
罪
対
策

　

第
一
の
フ
ェ
ー
ズ
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
の
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
ま
で
の
フ
ェ
ー
ズ
で
あ
る
。

こ
の
フ
ェ
ー
ズ
で
は
、
組
織
犯
罪
（O

rganisierte Krim
inalität

）
へ
の
対
抗
を
目
的
と
し
て
「
情
報
機
関
の
警
察
化
（Verpolizeilichung

）」

と
「
警
察
の
情
報
機
関
化
（Vernachrichtendienstlichung

）」
が
推
進
さ
れ
た
。

　
「
警
察
化
」
の
一
つ
は
、
一
九
九
四
年
の
犯
罪
対
策
）
110
（

法
に
よ
る
Ｇ
１
０
法
の
改
正
で
あ
る
。
同
法
改
正
に
よ
り
、
連
邦
情
報
局
に
よ
る

戦
略
的
監
視
の
対
象
が
一
定
の
組
織
犯
罪
に
拡
張
さ
れ
る
と
同
時
に
、
連
邦
情
報
局
が
監
視
に
よ
り
獲
得
し
た
デ
ー
タ
を
情
報
機
関
お
よ

び
法
執
行
機
関
に
伝
達
す
る
こ
と
が
授
権
さ
れ
た
（
三
条
一
項
お
よ
び
五
項
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
か
ら
は
機
能
的
分
離
と
の
抵
触
が

指
摘
さ
れ
た
）
111
（

が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
戦
略
的
監
視
判
決
に
お
い
て
分
離
要
請
の
議
論
を
回
避
し
）
112
（

た
。



統治論としての情報権力分立原則の理論と限界

253

　

も
う
一
つ
の
「
警
察
化
」
は
、
州
憲
法
擁
護
庁
法
の
改
正
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
擁
護
庁
）
113
（

法
は
「
州
憲
法
擁
護

庁
は
組
織
犯
罪
か
ら
の
保
護
に
も
資
す
る
」
と
規
定
し
（
一
条
一
項
二
文
）、
さ
ら
に
憲
法
擁
護
庁
に
よ
る
監
視
の
対
象
と
し
て
「
基
本
法

の
適
用
領
域
に
お
け
る
組
織
犯
罪
の
試
み
と
活
動
」
を
明
記
し
て
い
た
（
三
条
一
項
四
号
）。
同
様
に
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
州
、

ザ
ク
セ
ン
州
お
よ
び
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
の
州
憲
法
擁
護
庁
法
上
に
も
類
似
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
）
114
（

た
。

　

情
報
機
関
が
「
警
察
化
」
し
た
一
方
、
警
察
も
「
情
報
機
関
化
」
し
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
二
年
に
改
正
さ
れ
た
対
外
経
済
法

（Außenw
irtschaftsgesetz

）
は
税
関
刑
事
庁
に
、
対
象
人
物
が
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
対
外
的
安
全
、
人
民
の
平
和
的
な
共
生
、
ま
た

は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
対
外
的
関
係
を
相
当
に
脅
か
す
」
行
為
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
の
推
測
を
正
当
化
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
、

信
書
等
の
開
示
・
閲
覧
お
よ
び
電
気
通
信
の
監
視
・
記
録
を
授
権
し
た
（
三
九
条
一
項
、
二
項
一
号
お
よ
び
三
四
条
二
項
）。
し
か
し
、
後
に

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
対
外
的
関
係
を
相
当
に
脅
か
す
」
と
い
う
文
言
の
不
明
確
性
ゆ
え
「
監
視
措
置
の
契
機
が

果
て
し
な
い
も
の
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
し
、
法
三
九
条
を
違
憲
と
し
）
115
（

た
。

2
　
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策

　

二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
ア
メ
リ
カ
で
発
生
し
た
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
は
、
ド
イ
ツ
の
治
安
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
と
っ
て
も
「
転
回

点
（Zä

）
116
（sur

）」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
対
処
さ
れ
る
べ
き
脅
威
は
組
織
犯
罪
か
ら
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
と
推
移
し
、「
情
報
機
関
の
警

察
化
」
が
よ
り
一
層
推
進
さ
れ
る
と
と
も
に
新
た
な
協
働
形
態
が
誕
生
し
た
。

　

こ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
お
け
る
「
警
察
化
」
の
一
つ
は
、
二
〇
〇
二
年
の
テ
ロ
対
策
）
117
（

法
に
よ
り
情
報
機
関
に
情
報
提
出
請
求
権

（Auskunftsanspruch

）
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
で
あ
）
118
（

る
。
情
報
提
出
請
求
権
と
は
、
情
報
機
関
が
特
定
の
事
業
者
に
対
し
て
特
定
の
情
報
を

提
出
す
る
こ
と
を
請
求
で
き
る
権
限
で
あ
る
（
例
え
ば
、
連
邦
憲
法
擁
護
庁
法
八
ａ
条
一
項
）。
も
っ
と
も
、
事
業
者
は
情
報
を
遅
滞
な
く
完

全
に
、
か
つ
所
定
の
形
式
で
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
（
八
ｂ
条
六
項
）、
学
説
か
ら
は
権
限
的
分
離
と
の
抵
触
が
指
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摘
さ
れ
て
い
）
119
（

る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
フ
ェ
ー
ズ
で
は
情
報
的
協
働
の
新
た
な
形
態
の
一
つ
と
し
て
、
共
同
セ
ン
タ
ー
（G

em
einsam

es Zentrum

）
が
登
場
し

た
。
共
同
セ
ン
タ
ー
と
は
、
テ
ロ
対
策
を
目
的
と
す
る
諸
機
関
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
情
報
提
供
お
よ
び
協
力
の
た
め
の
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
に
共
同
テ
ロ
防
御
セ
ン
タ
ー
（
Ｇ
Ｔ
Ａ
Ｚ
）
が
ベ
ル
リ
ン
に
設
置
さ
れ
、
こ
れ
を
皮
切
り
に
様
々
な

共
同
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
き
）
120
（

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
実
務
に
お
い
て
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
の
権
限
と
機
能
が
ま
す
ま
す
接
近
し
、
同
時
に
両
者
間
の
情
報
共
有
が
よ
り

一
層
活
発
化
さ
れ
て
ゆ
く
状
況
に
鑑
み
て
、
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
の
分
離
要
請
は
消
滅
し
た
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
組
織
の
分
離
は
原
則
と
し
て
残
存
し
た
」
一
方
、「
機
能
の
分
離
は
部
分
的
に
消
滅
し
た
」
と
い
）
121
（

う
。

㈤　

中
間
総
括

　

二
〇
一
三
年
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
反
テ
ロ
デ
ー
タ
法
判
決
に
お
い
て
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
の
「
情
報
分

離
原
則
」
を
導
出
し
、
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
間
に
お
け
る
個
人
情
報
の
共
有
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
た
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
統
治

論
と
し
て
の
分
離
要
請
と
、
基
本
権
論
と
し
て
の
情
報
分
離
原
則
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
分
離
要
請
は
実
質
的
に
破
棄
さ
れ
た

と
の
見
解
も
学
説
で
は
有
力
で
あ
）
122
（

る
。

　

分
離
要
請
と
い
う
議
論
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
治
安
機
関
間
に
お
け
る
情
報
共
有
が
一
方
で
は
国
防
力
の
強
化
や
国
内
治
安
の
維
持

に
寄
与
す
る
も
の
の
、
他
方
で
は
国
家
の
情
報
統
一
体
化
を
惹
起
、
助
長
し
う
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
議
論
の
契
機
と

な
っ
た
事
案
が
必
ず
し
も
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
間
に
お
け
る
情
報
共
有
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
治
安
機
関
一
般
に
よ
る

個
人
情
報
処
理
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
単
な
る
観
念
上
の
秘
密
警
察
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
広
い
意
味
で
の
情
報
統
一
体
の
登
場

が
危
惧
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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た
だ
し
、
そ
う
し
た
情
報
統
一
体
や
秘
密
警
察
を
憲
法
が
忌
避
す
る
動
機
が
、
分
離
要
請
の
議
論
か
ら
は
今
ひ
と
つ
見
え
て
こ
な
い
。

分
離
要
請
を
主
張
す
る
論
者
ら
は
連
邦
の
立
法
権
限
や
行
政
権
限
、
は
た
ま
た
法
治
国
家
原
則
等
か
ら
こ
れ
を
基
礎
付
け
よ
う
と
し
た
が
、

そ
れ
ら
が
忌
避
さ
れ
る
べ
き
直
接
的
な
原
因
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
と
い
う
過
去
の
反
省
が
動
機
と
し
て
主
張

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
分
離
要
請
の
契
機
と
な
っ
た
事
案
に
鑑
み
れ
ば
、
果
た
し
て
本
当
に
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
の
融
合
が
危
惧
さ

れ
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
し
、
そ
う
し
た
過
去
の
反
省
の
話
と
情
報
共
有
の
統
制
の
話
が
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
こ
と
は
す
で
に
み
た
通

り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
議
論
の
動
機
付
け
が
不
明
で
あ
れ
ば
、
統
制
原
理
に
関
わ
る
議
論
も
不
明
瞭
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
総
じ
て
分
離
要
請
の
議
論
は
、
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
が
情
報
的
に
分
離
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
結
論
あ
り
き
の
議
論
で
あ
り
、
そ
の
憲
法
上
の
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
は
、
ど
れ
も
説
得
的
な
論
拠
と
は
言
い
難
い
も
の

で
あ
っ
た
。

四　

む
す
び
に
か
え
て

　

本
稿
の
結
論
と
し
て
は
、
憲
法
は
統
治
論
的
な
動
機
か
ら
個
人
情
報
の
一
元
化
を
忌
避
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
も
の
に
な
ろ
う
。

た
だ
し
、
冒
頭
に
て
述
べ
た
通
り
、
本
稿
は
あ
ら
ゆ
る
統
治
論
の
可
能
性
を
検
討
し
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
場
所
的
管
轄
を
跨
ぐ

個
人
情
報
の
一
元
化
に
つ
い
て
は
、
連
邦
国
家
原
則
が
統
制
原
理
と
し
て
作
動
し
う
る
可
能
性
が
あ
）
123
（

る
。
本
稿
の
検
討
の
み
を
も
っ
て
し

て
、
統
治
論
的
な
動
機
か
ら
の
一
元
化
の
忌
避
の
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
早
計
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
本
稿
で
検
討
し
た
議
論
が
誕
生
し
た
の
は
、
基
本
権
論
も
ま
た
不
完
全
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解

で
あ
る
。
本
稿
に
て
見
て
き
た
通
り
、
情
報
の
一
元
化
の
忌
避
は
必
ず
し
も
人
格
権
と
結
び
つ
き
や
す
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

基
本
権
論
に
立
つ
場
合
に
は
、
保
護
範
囲
の
確
定
や
侵
害
の
認
定
と
い
っ
た
根
本
的
な
理
論
的
課
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
）
124
（

る
。
国
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勢
調
査
判
決
以
前
の
学
説
は
、
個
人
情
報
保
護
を
既
存
の
防
御
権
論
で
語
り
切
る
こ
と
に
躊
躇
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
統
治
論
を
並
列
的

に
展
開
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

加
え
て
、
今
日
の
学
説
が
分
離
要
請
を
支
持
し
続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
も
、
基
本
権
論
の
不
完
全
性
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

治
安
法
領
域
に
お
い
て
は
比
例
原
則
が
自
己
崩
壊
し
て
お
）
125
（

り
、
情
報
機
関
と
法
執
行
機
関
間
の
情
報
の
〈
カ
ベ
〉
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、

基
本
権
論
以
外
の
論
理
を
持
ち
出
す
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
別
稿
に
て
検
討
す
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
日
の
通
説
た
る
基
本
権
論
も
完
全
な
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
を
補
完
す
る
形
で
統
治
論
か
ら
の
デ
ー
タ
保
護
と

い
う
議
論
が
成
立
し
う
る
余
地
は
未
だ
残
存
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
ら
の
関
係
性
お
よ
び
異
同
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
筆
者
の
検
討
課
題

と
し
た
い
。

〔
付
記
〕
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（22J21153

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）  N

ikolaus Forgó/Tina Krügel/Stefan Rapp, Zw
ecksetzung und inform

ationelle G
ew

altenteilung, 2006, S. 49 f.

（
2
）  

棟
居
快
行
「
公
共
空
間
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
西
原
博
史
編
『
岩
波
講
座　

憲
法
⑵　

基
本
権
論
の
新
展
開
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
二

〇
九
頁
以
下
。

（
3
）  

教
育
行
政
に
お
け
る
個
人
情
報
の
一
元
化
の
例
と
し
て
、
大
阪
府
箕
面
市
に
お
け
る
「
こ
ど
も
成
長
見
守
り
シ
ス
テ
ム
」
が
あ
る
。
ま
た
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
の
関
連
で
は
、
自
宅
療
養
者
に
関
す
る
情
報
の
県
と
市
町
村
間
に
お
け
る
共
有
や
、
同
意
を
要
し
な
い
自
治

体
間
に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
記
録
の
共
有
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
4
）  

例
え
ば
、
デ
ジ
タ
ル
庁
が
「
教
育
デ
ー
タ
利
活
用
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
を
公
表
し
た
と
こ
ろ
、Tw

itter

上
で
「
＃
教
育
デ
ー
タ
の
一
元
化
に
反

対
し
ま
す
」
の
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
と
と
も
に
炎
上
騒
動
に
発
展
し
た
。

（
5
）  

最
判
平
成
二
〇
年
三
月
六
日
民
集
六
二
巻
三
号
六
七
七
、
六
八
四
頁
参
照
。

（
6
）  

棟
居
・
前
掲
注
（
2
）
二
一
一
頁
以
下
。
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（
7
）  

広
田
恭
子
「
個
人
番
号
制
度
の
法
的
課
題
（
下
）」
大
阪
経
大
論
集
七
一
巻
五
号
（
二
○
二
一
年
）
一
八
五
頁
以
下
。

（
8
）  Christoph G

usy, D
as verfassungsrechtliche G

ebot der Trennung von Polizei und N
achrichtendiensten, ZRP 1987, S. 45 （49

）.
（
9
）  H

orst H
erold, Polizeiliche D

atenverarbeitung und M
enschenrechte, RuP 1980, S. 79 （79

）.
（
10
）  Ernst Benda, Privatsphäre und „Persönlichkeitsprofil

“, in: G
erhard Leibholz 

（H
rsg.

）, M
enschenw

ürde und freiheitliche 
Rechtsordnung: Festschrift für W

illi G
eiger zum

 65. G
eburtstag, 1974, S. 23 （25

）.

（
11
）  Benda （Anm

. 10

）, S. 25 f.

（
12
）  BT-D

rucks. 6/3826, S. 60, 83.

（
13
）  BT-D

rucks. 6/3826, S. 84 ff.

（
14
）  H

ans Peters, D
ie G

ew
altentrennung in m

oderner Sicht, in: H
einz Rausch 

（H
rsg.

）, Zur heutigen Problem
atik der  

G
ew

altentrennung, 1969, S. 78 （102 f.

）; H
ans Peters, Lehrbuch der Verw

altung, 1949, S. 191 f. 

（
15
）  H

ugo J. H
ahn, G

ew
altenteilung in der W

ertw
elt des G

rundgesetzes, in: H
einz Rausch 

（H
rsg.

）, Zur heutigen Problem
atik 

der G
ew

altentrennung, 1969, S. 438 （446 f

）.

（
16
）  Thom

as Ellwein, Einführung in die Regierungs- und Verw
altungslehre, 1966, S. 104 f.

（
17
）  BT-D

rucks. 6/3826, S. 91, 116. 

（
18
）  BT-D

rucks. 6/3826, S. 99.

（
19
）  Benda （Anm

. 10

）, S. 36 f. 

（
20
）  Benda （Anm
. 10

）, S. 32

（
21
）  Benda （Anm

. 10

）, S. 37

（
22
）  Benda （Anm

. 10

）, S. 24 f.

（
23
）  Benda （Anm

. 10

）, S. 37 ff. 

（
24
）  H

erm
ann H

eußner, Zur Funktion des D
atenschutzes und zur N

otw
endigkeit bereichsspezifischer Regelungen, in: W

olfgang 
G
itter/W

erner Thiem
e/H

ans F. Zacher （H
rsg.

）, Im
 D

ienst des Sozialrechts: Festschrift für G
eorg W

annagat zum
 65. G

eburtstag 
am

 26. Juni 1981, 1981, S. 173 （174 ff

）. 

（
25
）  H

erm
ann H

eußner, Aufgaben und M
ittel des D

atenschutzes, V
SSR 1979, S. 293 （313

）.
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（
26
）  H

eußner （Anm
. 24

）, S. 176. 

（
27
）  H

eußner （Anm
. 25

）, S. 313; H
eußner （Anm

. 24

）, S. 199. 
（
28
）  H

eußner （Anm
. 24

）, S. 176 ff. 
（
29
）  H

erold （Anm
. 9

）, S. 80 f.
（
30
）  H

erold （Anm
. 9

）, S. 81 ff.

（
31
）  BT-D

rucks. 8/2460, S. 23 f.

（
32
）  G

V
Bl. II 1970 S. 627 vom

 12. 10. 1970.

（
33
）  H

eußner （Anm
. 24

）, S. 199. 

（
34
）  G

V
Bl. I 1978 S. 640 vom

 07. 02. 1978.

（
35
）  Forgó/Krügel/Rapp （Anm

. 1

）, S. 50 f.

（
36
）  Christoph G

röpl, Staatsrecht I, 10. Auflage, 2017, Rn. 872. 

（
37
）  Forgó/Krügel/Rapp 

（Anm
. 1

）, S. 49. 

例
え
ば
、
警
察
と
秩
序
行
政
庁
の
分
離
は
単
な
る
「
権
力
抑
制
に
基
づ
く
組
織
的
分
離
」
に
と
ど

ま
ら
ず
、「
事
態
処
理
の
た
め
に
相
応
し
い
行
政
組
織
の
機
能
的
分
離
」
で
も
あ
る
。
米
田
雅
宏
『「
警
察
権
の
限
界
」
論
の
再
定
位
』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
九
年
）
五
三
頁
。

（
38
）  BT-D

rucks. 6/3826, S. 116.

（
39
）  Ingw

er Ebsen, Inform
ationelle Selbstbestim

m
ung und inform

ationelle G
ew

altenteilung im
 Sozialrecht, IuR 1988, S. 335 

（336

）. 

（
40
）  

な
お
、
反
テ
ロ
デ
ー
タ
法
判
決
に
て
「
要
請
（G

ebot
）」
で
は
な
く
「
原
則
（Prinzip

）」
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
原
則
に

は
例
外
が
存
在
す
る
か
ら
だ
と
の
指
摘
が
あ
る
。Peter Schaar/N

ils Bergem
ann, „Trennung ist unser Los, W

iedersehen ist unsere 
H
offnung

“, in: Fredrik Roggan/D
örte Busch 

（H
rsg.

）, D
as Recht in guter Verfassung?: Festschrift für M

artin Kutscha, 2013,  
S. 123 （124

）.

（
41
）  M

em
orandum

 der M
ilitärgouverneure zur Regelung der Polizeigew

alt vom
 14. April 1949.

（
42
）  Christoph Streiß, D

as Trennungsgebot zw
ischen Polizei und N

achrichtendiensten, 2011, S. 144 ff.

（
43
）  Jens Singer, Trennungsgebot ‒ Politisches Schlagw

ort oder verfassungsrechtliche Vorgabe? Teil 1, D
ie Krim

inalpolizei 2006, 
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abrufbar unter: https://w
w
w.krim

inalpolizei.de/ausgaben/2006/septem
ber/detailansicht-septem

ber/artikel/das-trennungsgebot-
teil-1.htm

l （zuletzt abgerufen am
 6. 8. 2022

）.
（
44
）  

例
え
ば
、
一
九
五
〇
年
の
連
邦
憲
法
擁
護
庁
法
三
条
二
項
は
、「
警
察
権
限
お
よ
び
監
督
権
限
を
連
邦
憲
法
擁
護
庁
は
有
し
な
い
。
連
邦
憲
法

擁
護
庁
は
警
察
の
機
関
に
併
合
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
、
一
文
で
権
限
の
分
離
を
、
二
文
で
組
織
の
分
離
を
規
定
し
て
い
た
。Streiß 

（Anm
. 42

）, S. 147. 

（
45
）  Singer （Anm

. 43

）.

（
46
）  Johannes U

nterreitm
eier, D

as inform
ationelle Trennungsprinzip, AöR 2019, 234 （247

）.

（
47
）  Jens Brückner/H

ans Theo Schm
itt, Verfassungsschutz und innere Sicherheit, 1977, S. 84.

（
48
）  BT-D

rucks. 5/4208 S. 1 ff. 

（
49
）  U

nterreitm
eier （Anm

. 46

）, S. 248 f.

（
50
）  

一
九
七
二
年
連
邦
憲
法
擁
護
庁
法
三
条
四
項
：「
裁
判
所
、
官
庁
お
よ
び
連
邦
憲
法
擁
護
庁
は
、
相
互
に
司
法
共
助
お
よ
び
職
務
共
助
を
行
う

（
基
本
法
三
五
条
）。」Brückner/Schm
itt （Anm

. 47

）, S. 21.

（
51
）  U

nterreitm
eier （Anm

. 46

）, S. 249 ff.

（
52
）  N

ikolaos G
azeas, Ü

berm
ittlung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse an Strafverfolgungsbehörden, 2014, S. 58.

（
53
）  Streiß （Anm

. 42

）, S. 168. 

（
54
）  Singer （Anm

. 43

）

（
55
）  Streiß （Anm
. 42

）, S. 168. 

（
56
）  M

areike Rehbein, D
ie Verw

ertbarkeit von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen aus dem
 In- und Ausland im

 deutschen 
Strafprozess, 2011, S. 98.

（
57
）  N
JW

 2011, 2417 （2420

）.

（
58
）  Streiß （Anm

. 42

）, S. 169 f. 

（
59
）  G

usy （Anm
. 8

）, S. 48.

（
60
）  Streiß （Anm

. 42

）, S. 170 f. 

（
61
）  G

azeas （Anm
. 52

）, S. 59; Singer （Anm
. 43

）.
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（
62
）  Karsten Brandt, D

as Bundesam
t für Verfassungsschutz und das strafprozessuale Erm

ittlungsverfahren, 2015, S. 254.

（
63
）  N

ora Schneider, D
as G

ebot der Trennung von Polizei und N
achrichtendiensten im
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